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平成２１年第２回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２１年６月１２日（金曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（１１１１５５５５名名名名））））    

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  谷 村 孝 一 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １４番  林   国 夫 君 

 

◎欠席欠席欠席欠席議員議員議員議員（（（（１１１１名名名名））））    

   ６番  阿 部 義 一 君 

  

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  斎 藤 正 紀 君 

 総 務 部 長  安 田 昌 彰 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  岡 嶋 博 文 君 

 農 政 部 長  林   信 孝 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  霜 田 公 法 君 

 総務部総務課長  小 橋 一 夫 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教 育 委 員 会 委 員 長 職 務 代 理 者  工 藤 勝 善 君 

教  育  長  板 東 知 文 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 事 務 局 長  秋 場 勝 義 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  稲 村 秀 樹 君 

 

◎欠席欠席欠席欠席説明員説明員説明員説明員    

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 

◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

 事 務 局 長  藤 井 英 昭 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時００分 開議 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 この場合、説明員の代理出席について次の

とおり通知がありましたので、報告いたしま
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す。 

教育委員会委員長白戸仁康君は、都合によ

り本日及び１５日の２日間欠席いたしますの

で、職務代理者工藤勝善君が代理出席いたし

ます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

１１番 土井敏興議員、 

１２番 本郷幸治議員、 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、一般

質問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

 ３番、五十嵐 聡議員。 

●３番五十嵐 聡議員（登壇） 平成２１年

第２回定例会にあたり、大綱６点について市

長、教育長にお伺いいたします。 

大綱の１点目、国の２１年度補正予算で２

つの臨時交付金制度が創設される方針が出さ

れました。交付金制度は、経済危機対策臨時

交付金と地域活性化公共投資臨時交付金の２

つであります。経済危機対策臨時交付金の補

正予算計上額は１兆円で、地方公共団体にお

いて地球温暖化対策、少子化高齢化社会への

対応、安心安全の実現、その他将来に向けた

地域の実情に応じるきめ細かな事業となって

おります。公共投資臨時交付金の補正予算計

上額は１兆３，７９０億円、経済対策におけ

る公共事業の追加に伴う地方負担総額の９割

程度で、財政力の弱い団体等に配慮し、財政

力指数等により調整とあります。交付対象は、

実施計画を策定する地方公共団体で経済危機

対策臨時交付金は実施計画をつくれば何にで

も使えそうであります。地元企業も期待して

おります。 

そこで、本市への見込み交付額、その活用

に向けた取り組み計画と今後の見通しについ

て、市長、教育長にお伺いいたします。 

大綱２点目、農業行政について、１つ目に

今行われている道営事業の計画期間と総事業

費について。 

２つ目に道営基盤整備事業に市内の７つの

企業が受注され、工事を行っていると聞いて

おります。国営事業も受注した場合、それぞ

れの経済波及効果について。 

３つ目に国営事業、市としての取り組みに

ついて伺います。 

次に、食にこだわったまちづくりの取り組

みとして、６月６日の道新とプレス空知にア

ンテナショップを７月上旬に開設、３年間の

期間限定で管理を美唄商工会議所に委託する

との新聞報道がありました。詳しい内容と３

年間の実証実験の後、食の駅へと発展させて

いく考えなのか、お伺いいたします。 

大綱３点目、最終処分場について、５月２

８日常任委員会でエコの丘美唄を現地調査し

てまいりました。埋め立ての期間、平成１９

年４月から平成３４年１月までの１５年間を

予定しておりますが、私の素人の目から見て、

１５年も持つのか気にかかります。 

そこで、最終処分場の計画時における年間

のごみ処理量に対し、これまでの埋め立ての

状況、生ごみを含む可燃ごみの処理について

は、南空知地域ごみ処理広域化検討会議で検

討してきましたが、焼却施設の建設を断念さ

れたと聞いております。今後の生ごみを含む
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可燃ごみの処理計画について、お伺いいたし

ます。 

大綱４点目、事業系ごみ処理について、１

つに、１０月１日から事業系ごみの排出の方

法と料金が変更になることに対し、事業者へ

の説明の取り組みについて。 

２つに、事業系ごみ減量化、リサイクルの

推進について。 

３つに、業態別排出について。 

４つに、事業効果について。 

５つに、空知管内の利用料金についてお伺

いいたします。 

大綱５点目、定額給付金・子育て応援特別

手当について、それぞれの申請と給付状況、

併せて申請されていない方への今後の対応を

お伺いいたします。 

大綱６点目、市内消費拡大促進事業につい

て、４月１１日に実施したプレミアム付き商

品券は、販売当日で完売したと聞いておりま

す。 

１つに、プレミアム付き商品券の発行に伴

う地元消費効果の分析。 

２つに、販売方法について、市内のホテル

１ヶ所での販売でした。遠方で交通の便が悪

いなど、買いに行くことができなかった市民

もいたと考えます。そこで、１カ所で販売し

た理由、発行時期についても年金や定額給付

金の支給日前に発行したことは、配慮に欠け

ていたと考えます。 

３つに、地元消費の拡大促進を今後どのよ

うな取り組みを考えているのか、お伺いいた

します。 

以上この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 五十嵐議員の質

問にお答えします。 

初めに、地域活性化・経済危機対策臨時交

付金についてでありますが、去る５月２９日

に成立した国の平成２１年度補正予算には地

方に対する支援策として、２つの交付金制度

が創設されたところであります。 

その１つである地域活性化・経済危機対策

臨時交付金については、地域の活性化等を目

的として、地球温暖化対策、少子高齢化社会

への対応、安全安心の実現などが主として例

示されており、実施計画に基づいた地方単独

事業及び国庫補助事業に充当できることとさ

れております。現在示されている本市の交付

限度額は約２億９，９００万円となっており、

その有効活用を図るため取り組むべき事業に

ついて検討を行っているところであります。

市としては現下の厳しい経済雇用情勢を踏ま

え、中小企業の受注機会に配慮した公共事業

の実施や、緊急雇用対策、高齢者等の安全確

保、市民生活にかかわりが深い施設の整備な

どを検討しているところであります。今後、

実施計画の第１次提出期限とされている６月

末までに実施計画に登載する事業の選定を行

い、国や道との調整後７月上旬と予想される

最終提出期限までに実施計画を確定させたい

と考えております。 

次に、地域活性化・公共投資臨時交付金に

ついてでありますが、この交付金は、国の経

済対策における公共事業等の追加に伴う地方

負担の軽減を図り、地方公共団体が国の施策

と歩調を合わせ、地域における公共投資を円

滑に実施することを目的に創設されたもので

あり、充当できる事業としては地方単独事業
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及び国庫補助事業とされております。この交

付金を受けるためには、実施計画を策定する

ことが要件となっておりますが、現在交付金

の概要程度の情報にとどまり、詳細な情報が

届いておりませんので、今後情報収集に努め

ると共に、本市が取り組める事業の選定につ

いても地域活性化・経済危機対策臨時交付金

との兼ね合いも考慮しながら、本市の活性化

に資するものとなるよう十分検討してまいり

たいと考えております。 

次に、農業行政について、国営・道営事業

についてでありますが、現在市内で実施中の

道営ほ場整備事業は３地区あり、事業費は峰

岩地区の２４億円、沼の内地区２４億６，０

００万円、中美唄地区２９億５，０００万円

で、合計７８億１，０００万円でございます。

事業計画の期間は平成２０年度から平成２５

年度までを予定しております。 

次に、道営事業の経済波及効果につきまし

ては、市内企業の受注額が直接効果額となり

ますことから、本年度の道営３地区の現在ま

での市内企業の受注率４２．５％が今後も継

続することを前提とし、北海道産業連関表に

より試算すると、３地区の総事業費約７８億

円に対し、直接効果額は約３３億円となりま

す。また、事業の実施に伴い、測量資材や重

機燃料購入などの一時波及効果額は、約１２

億円と算出されるほか、雇用労働者の獲得が

消費され、新たな生産活動などの２次波及効

果などが約１１億円と算出され、合わせて約

５６億円の効果があると推計しているところ

でございます。 

国営事業につきましては総事業費５００億

円、市内企業の受注率を１０％と想定し、同

様の試算を行いますと、直接効果額が約５０

億円、１時波及効果が約１８億円、２次波及

効果が約１５億円と算出され、合わせて約８

３億円の経済波及効果があるものと推計して

いるところでございます。地域への経済波及

効果については、市内企業の受注額により大

きく左右されますことから、今後とも市内企

業の事業参入の確保について国や道に要望し

てまいります。 

次に、国営事業の負担割合につきましては、

先般国に地元負担の軽減策などについて要望

したところであり、現在札幌開発建設部と協

議を進めており、その協議経過や市の財政状

況を踏まえ、市の負担割合を検討してまいり

ます。 

次に、食にこだわったまちづくりについて

でありますが、本市では地域経済の活性化を

図るため、基幹産業の農業、食を中心に農産

物、特産品などの販路拡大、ＰＲや商品開発

などについて産学官が連携し、市民も参加す

る食にこだわったまちづくりを総合的に展開

することとしております。この一環として、

国のふるさと雇用再生特別対策事業の基金を

活用し、本年７月に開設を予定しております

地場産品アンテナショップにおいては、農産

物はもとより、農産物の加工品やとりめし、

やきとりなどの販売を行う他、ネットショッ

プとの連携による美唄産品の販路拡大や、観

光情報の発信を通じて美唄全体の魅力を高め、

雇用機会の創出や地域活性化を図ることを目

的として実施する事業であります。設置場所

につきましては、１日１万９，０００台の交

通量のある国道１２号線に位置し、車が入り

やすく、多くの人が利用しやすい場所である
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レストラン藤観光の駐車場を借用し、店舗面

積を約５０平米とし、通年営業を予定してい

るところでございます。アンテナショップの

運営については、観光物産協会の事務局を担

う美唄商工会議所を予定しており、スタッフ

は新規に雇用する者が３人、責任者が１人の

合計４人で対応することとしております。こ

うしたアンテナショップなどの事業の実施を

通じて、その成果などを検証し、食の駅の必

要性や具体的な規模、内容等について基本計

画の策定段階で検討してまいりたいと考えて

おります。 

次に、最終処分場について、生ごみを含む

可燃ごみの処理計画についてでありますが、

これまで南空知地域ごみ処理広域化検討協議

会において、生ごみを含む可燃ごみについて

平成２４年度から広域処理を行うこととして

おりましたが、各自治体のごみ処理方式の相

違や、広域処理の条件が大きく変化してきた

ことなどから、広域処理としてのスケールメ

リットを生かすことが極めて難しい状況にあ

ると判断し、幹事会において焼却施設の建設

を断念したところであります。 

本市といたしましては、今後焼却に変わる

広域処理方式の協議を進めるとともに、生ご

みを含む可燃ごみを高温の水蒸気と高圧処理

により固形燃料化するシステムなど本市独自

の処理方式についても引き続き調査研究等を

行い、年内を目途に方向性を明らかにしてま

いりたいと考えております。 

次に、事業系ごみ処理について、事業者説

明の取り組みについてでありますが、事業系

ごみの取り扱いの変更につきましては、平成

２１年度ごみ処理手数料の上半期納付書の送

付に合わせ資料を同封したほか、広報誌やホ

ームページで周知したところであります。 

また、６月５日及び６月１０日の２日間市

民会館で説明会を開催し、４７団体６０名の

事業者の方の出席をいただきました。説明会

では改定に至った経緯、実施時期や料金の徴

収方法が従量制に変更となること及び収集方

法やごみの分別について説明し、御理解を求

めたところでございます。出席者からはごみ

袋の種類や取り扱い販売店などについてご意

見、要望があり、市としましては、こうした

要望を踏まえ、現在ごみ袋の大きさや取り扱

い販売店について検討しているところでござ

います。 

なお、ごみ袋の大きさ、取り扱い販売店な

どが決定した段階において、広報誌及びホー

ムページでお知らせするほか、８月下旬から

９月上旬を目途に改めて説明会を開催し、周

知徹底を図ってまいりたいと考えております。 

次に、事業系ごみの減量化リサイクルの推

進についてでありますが、これまでの定額料

金制から実際に排出するごみ量に応じた負担

をいただく従量制に移行することにより、事

業者にとって減量化の取り組みが手数料の負

担軽減につながることから、家庭ごみと同様

に一層のごみの減量化、リサイクルの推進が

図られるものと考えております。 

今後におきましては、さらに減量化の推進

に向け、分別の徹底などについて注意してま

いりたいと考えております。 

次に、業態別排出量についてでありますが、

現行のごみ処理手数料は店舗等の床面積を基

本に業態区分による倍率を乗じて算定した額

を定額で負担していただく方式となっている
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ことから、業態別の排出量は把握しておりま

せんので、御理解をいただきたいと存じます。 

次に、事業効果についてでありますが、こ

のたびの改定により、定額料金制から排出量

に応じた手数料の負担となることから、ごみ

の排出抑制やリサイクルの推進が図られるも

のと考えております。 

また、ごみ袋やごみ処理券を購入していた

だくことにより、歳入の増加が見込まれ、平

成２１年度におきましては、対前年比で６５

８万７，０００円の歳入増を見込んでいると

ころでございます。 

次に、定額給付金・子育て応援特別手当に

ついて、今後の対応についてでありますが、

申請されていない方にはさまざま機会を通じ

て制度の周知徹底に努めることとしておりま

すが、今後の申請状況を踏まえ申請の御案内

を再度行うなどの方法も検討してまいりたい

と考えております。 

ふるさと美唄応援寄附金につきましては、

申請書の送付の際にＰＲさせていただきまし

たが、定額給付金の支給に合わせて寄附され

た件数は２件と承知しております。 

なお、辞退された方は現時点では３名とな

っております。 

次に、市内消費拡大促進事業について、プ

レミアム付き商品券についてでありますが、

今回の販売額は５，０００万円で、プレミア

ム分を加えますと総額６，０２５万円分の発

行額となっており、５月末までの利用状況に

ついては約４，２００万円で、発行総額の約

７０％の利用額となっております。 

商品券を取り扱っている店舗や事業所から

のお話によれば、普段利用されていない方が

商品券で買い物をし、売り上げの増加につな

がっているとの話も伺っており、商品券の発

行は一定の消費効果があったものと考えてい

るところでございます。 

販売に当たっては、多額の現金を扱うこと

による事故防止の観点から販売箇所を１カ所

としたところであります。また、販売日に関

しては消費が伸びる入学時期に合わせて準備

を進めた結果、年金や定額給付金の支給前に

販売したものであり、購入できなかったと言

うお話が数多く寄せられていることを踏まえ

ますと、関係者で協議し、市民の皆さんに対

する配慮にさらに意を払うべきであったと考

えているところでございます。 

今回の発行に伴う手数料などを原資として

活用し、美唄商品券運営協議会では、今後さ

らにプレミアム付き商品券を発行する予定で

あると聞いており、このたびいただいた市民

の皆様の意見を生かし、実施の時期や販売方

法などについて十分に検討した上で実施され

るよう運営協議会に申し入れてまいりたいと

考えております。 

なお、最終処分場のごみの埋立量、空知管

内のごみ袋の料金については市民部長から、

定額給付金の申請給付状況については、総務

部長から答弁させていただきます。 

●議長内馬場克康君 市民部長。 

●市民部長岩本良一君 最終処分場の利用期

間における計画対比及び事業系ごみ処理に係

る空知管内の利用料金につきましては、私か

ら答弁をさせていただきます。 

初めに、最終処分場のごみの埋立量につい

てでありますが、平成１９年度はごみ計画埋

立量１万２，８７６立方メートルに対して、
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可燃ごみが５，６２０立方メートル、不燃ご

みが４，８７５立方メートル、合わせて１万

０，４９５立方メートルの埋立処分を行って

おり、ごみ計画埋立量の約８２％となってお

ります。平成２０年度はごみ計画埋立量１万

２，５１８立方メートルに対して、可燃ごみ

が４，２１２立方メートル、不燃ごみが２，

０８６立方メートル、合わせて６，２９８立

方メートルの埋立処分を行っており、ごみ計

画埋立量の約５０％となっております。供用

開始から２カ年のごみ総埋立量は１万６，７

９３立方メートルとなっており、当初２ヶ年

のごみ計画埋立量２万５，３９４立方メート

ルに対し、約６６％の埋め立てとなっており

ます。 

次に、空知管内の利用料金についてであり

ますが、空知管内でごみ袋料金を徴収してお

ります市は３市あり、芦別市におきましては

１０キログラム当たり１０５円、三笠市にお

きましては１０キログラム当たり３２０円、

滝川市におきましては１０キログラム当たり

２４０円となっております。なお、本市にお

きましては１０キログラム当たり１００円と

なっております。 

●議長内馬場克康君 総務部長。 

●総務部長安田昌彰君 定額給付金などの申

請・給付状況につきましては、私から答弁を

させていただきます。 

定額給付金の申請・給付状況についてであ

りますが、定額給付金は１万３，１７５世帯

に申請書を郵送し、１回目の４月１７日の支

給以来６月９日現在では１万２，５１４世帯

で全体の９５．０％が給付されている状況に

あります。現時点での未申請世帯は、２月１

日基準日以降に死亡などにより給付対象外と

なっている世帯を除き、残り５５１世帯であ

ります。 

また、子育て応援特別手当につきましては、

２５８世帯に申請書を郵送し、６月９日現在

では２４５世帯、全体の９５．０％が給付さ

れている状況にあります。現時点での未申請

世帯は残り１３世帯となっております。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君（登壇） 五十嵐議員の

ご質問にお答えします。 

初めに、交付金の活用計画についてであり

ますが、平成２３年７月の地上デジタル放送

完全移行を踏まえ、その効果を教育において

も活用することが必要であると考えておりま

す。この為、現在交付対象事業の学校情報通

信技術環境整備事業を中心に市長部局と協議

検討を進めているところであり、今後その結

果を踏まえ、実施計画に登載してまいりたい

と考えているところでございます。 

次に、地域活性化公共投資臨時交付金につ

いてでございますが、現段階で事業内容の詳

細が明らかになっていないことから、引き続

き市長部局とともに情報収集に努めていると

ころでございます。交付金の活用に当たりま

しては、教育環境の整備を図るため、地域活

性化経済危機対策臨時交付金との兼ね合いも

十分考慮しながら、学校施設の耐震化を中心

に検討してまいりたいと考えております。 

●議長内馬場克康君 ３番、五十嵐 聡議員。 

●３番五十嵐 聡議員 この場から何点か再

質問させていただきます。 

地域活性化臨時交付金について学校施設の

耐震化を中心との答弁がありました。昨年度
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の１次補正、２次補正で市内の小中学校の耐

震診断が予算化されたところであり、その後

の状況について教育長にお伺いいたします。 

次からは、市長にお伺いいたします。 

農業行政について、基盤整備事業の経済波

及効果は道営で約５６億円、国営で約８５億

円、受益者の生産性の向上額、税などをプラ

スしますと、もっと増えると考えます。私の

調べでは、国営基盤整備事業では、３００億

を超える効果があると出ております。何度か

一般質問もしてきましたが、市長も事業の必

要性は理解されていると考えております。事

業費の負担割合は、国が７５％、道が１８％、

地元が７％、７％のうち市町村のガイドライ

ンは４％であります。何度も聞いております

が、市の負担割合を示していただきたいと考

えます。 

次に、アンテナショップ、開設期間は通年

営業で、年度によっては移動する考えもある

ようですが、移動する予定地の考え、敷地の

借上げ、またトイレ等の対応、併せまして、

先日、食の駅基本構想案の概要説明がありま

した。私も、基幹産業である農業を中心に商

工業や観光など、関連産業などの連携により

地域経済が総合的に発展、基盤を構築する事

が重要と考えております。 

そこで、基本構想に沿った実施までの経過、

実施時期、事業費に対するシミュレーション、

また、民間主体による維持管理を基本とする

施設整備と構想されておりますが、民間主体

とはどこを想定しているのか、併せて運営管

理費は幾らぐらい予想しているのかお伺いい

たします。 

次に、事業計ごみ処理について、コンビニ

関係では不特定多数の利用者も多く、分別も

せずに、いろいろなものを捨てていかれ困っ

ている話もよく耳にします。これらの対応、

また、定額料金制度から従量制に移行するこ

とで、事業者の業態によって負担は違うと考

えますが、どの程度の負担増になるのか、お

伺いいたします。 

次に、定額給付金・子育て応援特別手当に

ついて、今後の対応ですが、申請期限は１０

月８日までと聞いております。まだ申請され

てない世帯の住所、氏名はわかるわけですか

ら、無駄にしないよう配慮を要望しておきま

す。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 五十嵐議員の質問にお答

えします。 

初めに、国営・道営事業についてでありま

すが、国営事業の市の負担割合につきまして

は、８月中に本事業の区域が決定されること

を踏まえ、市議会の理解を得ながら、できる

だけ早い時期に受益者の皆さんにお示しした

いと考えております。 

次に、アンテナショップなどについてであ

りますが、事業は３カ年を予定しており、今

回開設する店舗は実証実験として年度の途中

からスタートする為、最低でも１年間の営業

状況を検証することが必要なことから、２２

年度まではレストラン藤観光の用地で実施す

ることとし、３年目の実施場所につきまして

は、実施結果を踏まえ、今後検討してまいり

たいと考えております。 

また、今回の敷地の借り上げ料については、

今後委託先と敷地の用地所有者との契約によ

り決定されることとなっております。トイレ
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の対応につきましては、簡易トイレを設置す

ると共にレストラン藤観光の店舗のトイレも

利用させていただくこととしております。 

次に、食の駅についてでありますが、アン

テナショップなどのソフト事業の成果を踏ま

え、規模・内容・事業費・管理運営の方法や

運営管理費などについて、基本計画を策定す

る中で検討してまいりたいと考えております。

また、基本計画については、ソフト事業の成

果等を見きわめる必要がありますが、可能で

あれば平成２２年度後半には検討に着手して

まいりたいと考えております。 

次に、店舗利用者のごみの持ち込みなどに

ついてでありますが、コンビニエンスストア

に持ち込まれるごみの取り扱いにつきまして

は、ごみ箱の設置は、事業者自らがサービス

の一環として設置しているものと考えており

ます。このため、利用者の不適正な排出への

注意指導や、ごみ箱の設置場所の移動や撤去

等につきましては、各事業者の自主的判断で

対応していただくものと考えております。 

また、従量制実施に伴う事業者の負担につ

いてでありますが、これまでの定額区分で事

業者数が最も多い、１月当たり１００キログ

ラム未満を排出する事業者については、排出

量に応じて０．２５倍から２．２５倍程度、

大規模小売店や病院など排出量の多い事業者

については、平均で１．５３倍程度の負担に

なるものと考えております。 

●教育長板東知文君 五十嵐議員の質問にお

答えします。 

学校の耐震化についてでありますが、耐震

診断を必要とする小中学校７校については、

本年１０月までに診断結果が明らかになる予

定となっており、その結果を踏まえ、耐震化

について十分検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

●議長内馬場克康君 ３番、五十嵐 聡議員。 

●３番五十嵐 聡議員 国営事業の負担割合

について、再々質問をいたします。 

市町村のガイドラインは４％であるといい

ました。８月中に本事業の区域が決定される

ことを踏まえ、早い時期に示したいとの答弁

がされました。国営事業の美唄市に置ける事

業効果も示したところです。このことも踏ま

えて、負担割合を示すべきだと思います。も

う目の前に決定される時期を迎えまして、こ

の定例会で市としての負担割合をはっきりと

示していただきたいと思いますが、市長のお

考えをお伺いいたします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 国営事業につきましては、

非常に大規模であるということで、最大規模

の面積ということで、総額も莫大な額でござ

います。この事業効果、先ほどいろんな経済

波及効果等もお話しましたし、また、地元負

担、それから農業者の負担、これらがあるわ

けでございますので、このあたりを今国に対

して、何らかの改善策がないか、このような

ことも今協議中でございます。この状況経過

等も踏まえながら、これは出来るだけ早い時

期に、またいろんな数値等をお示ししながら、

議会とも協議しながら判断をしてまいりたい

と思いますので、今議会の中では、この判断

を出すことは無理かと考えてございます。 

●議長内馬場克康君 五十嵐議員の本件に関

する発言はすでに３回に及びましたが、会議

規則第５６条ただし書きの規定により、特に
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発言を許します。 

３番、五十嵐 聡議員。 

●３番五十嵐 聡議員 どうもありがとうご

ざいます。 

今ほどもしかるべき早い時期とおっしゃら

れましたけれども、そのしかるべき時期がい

つなのか、その辺を示していただきたいと思

います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 ただいま私から答弁した

ように、国との協議等も、今やっている最中

でございますんで、これらの状況を踏まえな

がら、具体的に受益者、それから市にとって

どれくらいの負担になるか、この辺りもしっ

かりした試算を元に、ご協議をしながら決め

ていきたいと考えております。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

 ５番、高橋幹夫議員。 

●５番高橋幹夫議員（登壇） 平成２１年第

２回定例会に当たり、大綱３点について市長

並びに教育長にお尋ねいたします。大綱の中

身につきましては、先程、同僚議員より同趣

旨の質問があったため、視点を変えて質問さ

せていただきますが、重複する質問もあるか

と思いますが、御理解をいただきたいという

ふうに思います。 

大綱の１点目は、地域経済についてお伺い

いたします。 

その１つ目は、美唄市における近年の経済

発展に対する認識について伺います。昨年１

０月に報告された日銀の北海道における経済

報告では、北海道地域の景気はやや厳しい状

況にある、とした上で、公共投資は低調に推

移し、住宅投資もブレを伴いつつ弱めの動き

となっており、個人消費もやや厳しい状況に

あると判断され、各論では企業の生産は概ね

横ばいとなっているが、雇用・所得環境は極

めて弱めの動きとなっており、この間、企業

の業況感は建設･運輸・個人消費関連を中心に

悪化していると報告されております。美唄市

においても、その経済の低迷を裏づけるかの

ように、有効求人倍率や失業率、あるいは求

職者数や求人数といった経済のバロメーター

となる数値が全道・全国の平均を下回ってい

ることでわかることとなります。 

そこで、これまで美唄市としてもさまざま

な経済対策を行ってきてると存じますが、地

域経済がなかなか思うように発展しない現状

をどのように認識をされているのか、お伺い

いたします。 

その２つ目は、雇用と支援についてお伺い

いたします。今の現状を乗り切り地域経済を

再生させるためには、当たり前ながら仕事と

収入が確保でき、安心して住み続けることの

できる地域を創造することが必要と考えます。

生産年齢人口が極端に少なくなってしまった

現在、地域を維持していくためには、地域が

持つ資源をフルに活用し、人材や企業の誘致

などを進め、何よりも持続可能な産業・経済

を作り上げると共に、民間の力を引き出しな

がら、公と民の中間的な領域で多様な主体が

協働し、地域住民の生活を支え、地域を維持

していくという考え方を持った新たな公共サ

ービスをつくり出し、事業の芽を育てていく

ことが欠かせないと考えます。 

そこで、地域性を生かした新たな雇用の創

出や、企業や起業化の支援について美唄市と

してどのように考えているのか、お伺いいた
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します。 

その３つ目は、産業振興計画についてお伺

いいたします。美唄市は第５期総合計画を策

定し、目標とする都市像を「人かがやき夢ひ

ろがる美しき唄のまち」と定め、市民一人ひ

とりが健やかに安心して暮らせる地域社会を

実現する為、これまで総合的かつ計画的に、

各分野においてさまざまな政策を展開されて

まいりました。これからは地域がこれまで培

ってきたまちづくりを尊重しながら、緊張あ

る地域の発展と若者を初め多くの人々が定住

するまち、市民と行政が一体となって英知と

創造力を結集したまちづくりをさらに進めな

ければならないと考えます。そのためにも、

豊富な地域資源やさまざまな技術、交通情報

ネットワークを活用し、環境保全型農業の推

進をはじめ、林業や商業・工業・観光など多

様な産業において環境に配慮した取り組みを

通じ、振興を図り、大地の恵みと人の技を生

かした活力あるまちをつくるために、市民に

産業経済面において希望の持てる明るい将来

展望を示し、共通の目標を持つと言う意味か

ら、産業振興のトータル的な計画として美唄

市産業振興総合計画、これは、美唄市経済成

長戦略の１つになりますが、等の策定が必要

かと考えますが、産業振興計画についてどの

ような認識をお持ちなのか、お伺いいたしま

す。 

その４つ目は、国の緊急対策、地域活性化

交付金の対応についてお伺いいたします。５

月２９日に国の平成２１年度補正予算が成立

したことは、地域の経済にとって発展のため

の有効な手段の１つとして、私個人的にも評

価するとこでございます。この補正予算では

交付金により地域に対する支援が行われるこ

ととされ、経済危機対策として地域活性化公

共投資臨時交付金及び経済危機対策臨時交付

金などが盛り込まれていると聞き及んでおり

ます。地域性を重視した有効で即効性のある

対応を求められることから、行政主導のトッ

プダウン型の予算配分ではなく、地域の意見

を取り入れたニーズに合わせたボトムアップ

型による生きた活用が必要と考えますが、予

算配分にはどのような考え方で決められてい

るのか、お伺いいたします。 

また、今年度から財政健全化計画が実施さ

れておりますが、この計画に及ぼす影響等が

あればお聞かせください。 

その５つ目は、雇用と地域特産品の推進事

業についてお伺いいたします。先日の報道に

よると、食にこだわったまちづくりを推進す

るために１２号線にアンテナショップを開設

し、地場産業をＰＲすると共に、雇用の創出

に努めることとした事業の記事が掲載されて

おりました。事業の詳細は記事を読めば一定

の内容は理解できるものでありますが、今ま

で美唄市は地域振興の一環として食の駅構想

を議論されてきた経緯があり、このアンテナ

ショップ事業は、多くの市民が食の駅と受け

とめられるような内容になっていないか、そ

の位置づけと運営の方向性をつかさどる運営

会議の役割、また、７月の開設に向けた今後

のスケジュールと地域ＩＣＴモデル事業との

関連性をお聞かせください。 

大綱の２点目は、環境行政についてお伺い

いたします。市は財政健全化計画の一環とし

て家庭系一般廃棄物、いわゆる家庭ごみの有

料化を始めました。このことは、市の財政面
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においても、また市民のごみに対する認識を

高める有効な施策として一定の評価をするも

のであります。 

さらに、今年の第１回定例会においては、

美唄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正して、事業系一般廃棄物について

受益者が利用に応じた金額を加算するものと

して議決されました。１０月１日のスタート

に当たり、苦情や現場でのトラブルといった

大きな混乱も予想されると考えられることか

ら、市は市民との協働のまちづくりの観点か

らも、対象者に事業概要と仕組みを十分に説

明をして、理解を求めなければならないと考

えます。 

そこで、事業の実施に向けた市民説明会や

今後の実施計画等があればお聞かせください。 

また、不法投棄の問題について対象者によ

っては経費を少しでも削減できないかという

考えやルールに従うのが面倒くさい、処理基

準の存在を知らなかったなどの理由で指定外

へ不法に廃棄してしまう他自治体の実例もあ

ることから、当市も同じような問題が起こり

得るのではないかと懸念するところでござい

ます。山間や原野、防風林といった人の目の

届きづらい場所などに廃棄されることが最も

多いように伺っておりますが、市内において、

今までこのような事例がなかったか、その危

険箇所の把握はされているのか、対策として

市が行うことや、地域との連携はどのように

されているのか、お伺いいたします。 

大綱の３点目は、教育行政についてであり

ます。 

その１つは、余裕教室・廃校施設の利活用

についてであります。近年少子高齢化に伴い、

市内の小中学校が統合されてきております。

また市内の高校も公立高等学校配置計画で、

平成２３年度に美唄高校と美唄工業高校が再

編統合されることが公表されました。教育長

の教育方針においては、学校の適正配置につ

いては、保護者や地域の皆さんのご理解をい

ただき、本年４月光珠内中央小学校と峰延小

学校が統合されることになり、今年度におい

ても教育環境を整える見地から、児童生徒数

の動向などを見極め、学校の適正配置に取り

組んでいくとされております。 

そこで、施設によっては余裕教室が発生し

たり、統合によっては廃校になる未使用の施

設ができるかと考えますが、他市町村におい

ては、宿泊研修施設や博物館、介護施設や災

害の備蓄庫、あるいは倉庫としてのレンタル

など民間活力にある有効利用を行い、地域の

活性化に努めている事例が幾つもあります。

また、最近ではオークションなどによる施設

の販売や、リースなども行われると聞き及ん

でおります。 

そこで、今後統廃合などによる余裕教室や

廃校の利活用について教育委員会としてどの

ように考えているのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

その２つ目は、教職員住宅の有効利用につ

いてお伺いいたします。市内には多くの教職

員住宅がありますが、これは計画的に整備さ

れ、多くの教職員に利用されてきたことと存

じます。しかしながら、近年は通勤機関など

の交通網の整備、自家用車や個人住宅の普及

など、職員を取り巻く環境が大きく変化し、

その施設の利用が低下をしてきており、市外

から時間をかけて通勤される教職員も少なく
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ないと承知しております。このことは、維持

管理経費などが財政的に今後の大きな負担に

なると、健全化計画にも大きな影響を及ぼす

ものと考えられますが、教職員住宅に関して

は多くの市町村が国のへき地教員宿泊整備業

補助金を受けて建築してきたものであり、一

般市民に貸し出しをすることは、目的外とな

ってしまう為現実的には厳しいと聞いており

ます。また、道が所管する住宅もあり、市の

権限が及ばない住宅もあるように聞いており

ます。しかしながら、財産の有効活用は必需

であり、市民の意見などを基に民間資金を活

用したＰＦＩ事業の活用や、特区も視野に入

れた道や国への所管へ申し入れすることなど、

何がしかの対策をとることが求められると考

えるが、どのようなお考えをお持ちなのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

私のこの場での質問を終わらせていただき

ます。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 高橋議員の質問

にお答えします。 

初めに、地域経済について、美唄市の経済

発展に対する認識についてでありますが、ア

メリカの金融危機に端を発した世界同時不況

により、我が国の経済は自動車や家電など幅

広い産業分野において企業業績や雇用環境に

深刻な影響が生じております。本市の経済に

おいても企業業績の不振や雇用環境の悪化に

より、求職者数の増加や求人者数の減少に伴

い、本年４月の有効求人倍率は０．３７と、

昨年と比較して０．０８ポイントを低下して

いる状況となっております。 

また、製造業の一部においては、操業時間

の短縮による生産調整を現在も継続している

ほか、依然として厳しい経済状況が続いてい

るものと認識しているところでございます。 

次に、雇用創出と企業支援についてであり

ますが、厳しい経済状況の中、本市において

は雇用創出のため国のふるさと雇用再生特別

交付金や、緊急雇用創出事業臨時特例交付金

により地場産品アンテナショップ事業や、企

業情報データベース化事業、防風林整備事業

などを実施し、雇用の確保に努めることとし

ております。また新たな雇用創出に向け、国

の地域活性化経済対策活性化交付金の活用を

検討することとしております。 

新産業創造に関する企業への支援につきま

しては、経済産業省の支援制度である新連携、

農工商と連携、地域資源活用事業や、北海道

の新産業創造に対する助成、美唄市中小企業

等振興条例に基づく、新技術や新製品の開発、

新規開業に対する補助制度などがあり、これ

ら助成制度の周知を図り、新たな産業興しに

取り組む企業に対し、積極的に支援してまい

りたいと考えております。 

次に、産業振興計画についてでありますが、

美唄市の農業、商業、工業など、すべての産

業を網羅した経済戦略となる産業振興計画は

策定しておりませんが、第５期美唄市総合計

画の個別計画として、農業では、美唄市農業

振興地域整備計画、商業では美唄市中心市街

地活性化基本計画、工業では企業誘致を進め

るため美唄市を含む空知管内の市町村で策定

した道央空知地域活性化基本計画があり、こ

れらの計画に沿って産業振興の政策の推進に

努めているところでございます。産業振興計

画の策定については、今年度から策定作業を
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開始した第６期美唄市総合計画との整合性に

留意しながら、策定に向けて具体的に検討し

てまいりたいと考えております。 

次に、国の補正予算による交付金について

でありますが、地域活性化経済危機対策臨時

交付金を活用する事業の選定に当たっては、

現在市の内部で検討中でありますが、併せて

市内の経済・農業・労働関係など６団体に御

意見や御要望の提出をお願いしているところ

であり、これらを総合的に勘案して検討して

まいりたいと考えております。 

また、財政健全化計画との関係につきまし

ては、この交付金を有効活用し、計画してい

た事業の財源に充てることにより、健全化の

取り組みにもつながるよう、事業内容につい

て十分検討してまいりたいと考えております。 

次に、地域特産品の推進事業についてであ

りますが、食の駅基本構想案では、食の駅は

基本機能として駐車場・トイレなどのほか、

食関連機能として地域情報の発信、地域ブラ

ンドの創出、産業の活性化などの機能を持つ

主な施設として、飲食施設、特産品、軽食販

売施設、農産物直売所、農産物加工施設、情

報発信施設、フリーサイト、展望施設などを

予定しており、食の複合的な交流拠点施設を

想定しております。 

一方、今回補正予算で提案しているアンテ

ナショップは、国のふるさと雇用再生特別対

策事業の目的である雇用創出を主眼に、地場

産品である農産物や加工品などの販売、観光

情報の発信を行うこととしており、１部共通

している部分はありますが、アンテナショッ

プは、食の駅で想定している複合的な交流拠

点施設とは異なるものであります。 

次に、アンテナショップの運営会議につい

てでありますが、アンテナショップ事業が適

切に行われるよう全市を挙げて農産物や特産

品の販路拡大や、観光情報の発信を効果的に

行うために設けたところであります。このた

め、この運営会議ではアンテナショップにお

ける農産物や特産品等の安定的な供給や、魅

力ある店舗構成などについて、協議していく

こととしております。 

今後のスケジュールについては、美唄商工

会議所との契約を締結し、出展予定者への説

明会を開催するなど、７月オープンに向けて

取り進めることとしております。 

次に、アンテナショップと地域ＩＣＴとの

関連性につきましては、地域ＩＣＴモデル事

業で開発した農産物・特産品販売支援システ

ムや、生産履歴登録紹介システムをアンテナ

ショップに導入し、顔が見える生産者情報の

提供や、販売管理などを支援することとして

おります。このほか、美唄の農産物・特産品

や観光資源などのさまざまな情報を搭載した

ポータルサイトＰＩＰＡにおける情報発信Ｐ

Ｒはもとより、サイト内におけるアンテナシ

ョップのページを設け、販売品目や売れ筋ラ

ンキングの表示、会員同士の書き込み交流に

よる口コミ情報などによりポ－タルサイトの

活性化とアンテナショップの入り込み客の増

加など、相乗効果をもたらすような展開に結

びつけてまいりたいと考えております。これ

らのシステムは、平成１９年度から３年間の

総務省委託事業で開発費を賄ったほか、運営

費用についても今年度までは委託事業の実証

試験費用として対象経費となっておりますが、

来年度以降はシステムの運営費用を賄う仕組
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みが求められているところであります。この

ため、アンテナショップに導入する農産物・

特産品販売支援システムなどのシステム保守

管理料等については、来年度以降利用者負担

を原則として考えておりますが、具体的な利

用料金等につきましては、先進事例を参考と

しながら、地域ＩＣＴに関する推進協議会や

関係団体等と協議をしながら検討してまいり

たいと考えております。 

次に、環境行政につきまして、事業系ごみ

処理手数料についてでありますが、事業系ご

みの取り扱い変更説明会につきましては、関

係団体と協議し、６月５日及び６月１０日の

２日間、市民会館で４７団体６０名の事業者

の方々の出席をいただき開催いたしました。

説明会では、この度の改定に至った経緯を説

明したほか、実施時期や料金の徴収方法が定

額制から従量制へ変更となることなどのほか、

ごみの収集方法や分別等について説明し、御

理解を求めたところでございます。出席者の

方々からは、ごみ袋の種類や取り扱い販売店

について御要望がございました。市といたし

ましては、こうした要望を踏まえ、現在ごみ

袋の大きさや取り扱い販売店について検討し

ているところでございます。 

なお、ごみ袋の大きさ、取り扱い販売店な

どが決定いたしましたら、広報誌及びホーム

ページでお知らせするほか、８月下旬から９

月上旬ごろを目途に改めて説明会を開催し、

周知徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

次に、不法投棄についてでありますが、平

成１９年１０月からの家庭ごみの有料化に伴

い、不法投棄の件数も増加しており、環境課

に清掃指導員を配置し、市内循環により不適

正排出の指導とあわせて不法投棄の対応を行

っております。この度の事業系ごみの料金改

定と従量制の実施に伴い、不法投棄が増加す

る恐れがある事から、地域との連携を一層密

にして巡回指導などにより、不法投棄防止の

徹底を図ってまいりたいと考えております。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君（登壇） 高橋議員の御

質問にお答えします。 

初めに、余裕教室・廃校施設の利活用につ

いてでありますが、子供の減少に伴う空き教

室につきましては、現在総合的な学習の時間

など、学習内容の多様化に伴う活用を行って

いるほか、子供が自由に活動できるプレイル

ームにスペースを利用するなど、各学校のそ

れぞれの学校事情に応じて、その活用を図っ

ているところでございます。学校施設は子供

たちが学習し、生活する場であることはもち

ろんでありますが、今後とも生涯学習の場と

しての役割や、地域の人材の受け入れ、さら

には地域コミュニティーの拠点とする役割な

ど、さまざまな視点から地域の方々とともに

その利活用のあり方について広く検討してい

く必要があると考えております。 

次に、廃校となった施設につきましては、

老朽化が著しい旧西美唄小学校は解体撤去の

方向で検討しているところでございます。ま

た、旧茶志内小学校、光珠内中央小学校につ

きましては、国の財産処分の弾力化の考え方

等を踏まえ、地域の活性化につながるよう、

地域の方々のご意見等を伺いながら全庁的に

その利活用のあり方について、さらに検討を

進めてまいりたいと考えているところでござ
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います。 

次に、教職員住宅の有効活用についてであ

りますが、教職員の住宅に対する意識の多様

化や利用の減少などにより、本年６月現在教

職員住宅の入居率は３８．２％となっており

ます。空き住宅は老朽化が著しい現状にある

ことから、今後ともその利活用のあり方とと

もに、解体撤去の双方からさらに検討を行っ

てまいりたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ５番、高橋幹夫議員。 

●５番高橋幹夫議員 ありがとうございます。

自席から何点か御質問させていただきたいと

思います。 

まず初めに、地域経済についてなんですが、

地域経済の認識なんですけれども、市は依然

として厳しい状況と認識をしてるということ

も十分理解できました。この厳しい経済状況

において、人口の流出、あるいは大型店の進

出による商店街の疲弊、店舗の減少、倒産や

縮小による勤労者の整理などが進んでいくと、

やはり市に及ぶ影響というものは非常に大き

なものが出てくるというふうに思います。こ

ういったことに関してどのようなことが考え

られるのか、あるいは想定されるのか、認識

をお伺いしたいと思います。 

それから、雇用創出と企業支援についてな

んですが、雇用の創出に関しては、いろんな

対策を持って実施しようとされますが、どれ

も短期的で、一過性のものというふうに受け

とめられます。中長期的で安定した雇用の創

出が求められると考えますが、また、助成制

度に関しては様々な業種や多様化したその制

度があることから、業種別に担当所管が違っ

たりしないで、なるべくワンストップで支援

できるような体制をとるべきだというふうに

考えますが、この辺についての所見をお伺い

したいと思います。 

それと、産業振興計画については、これは

是非とも実施を進めていただきたいと思いま

す。非常に産業が活性化されている地域は、

こういった計画に基づいて行なわれていると

いうこともいろいろと承知しておりますので、

これはもう是非とも早急にお願いしたいとい

うふうに考えております。 

それから、地域特産品の推進事業について

も、これはほかにも議論する場もありますの

で、この場では先ほどの同僚議員のご説明も

ありましたとおり、概ね概要的には十分に承

知いたしましたので、今回の場では割愛をさ

せていただきたいと思いますが、国の緊急対

策に関しても同趣旨のご質問がありましたの

で、この部分についても再質問に関しては割

愛をさせていただきたいと思います。 

それと、事業系廃棄物なんですけれども、

コンビニエンスストアなどの業種によっては、

その負担が増えるケースが出てくるという考

え方のご答弁がありましたが、いずれにしま

しても、説明会において参加者はこのことに

関してちゃんと理解をしていただいたのか、

所管としてこの辺についてどのように受け止

めているのか、お伺いしたいと思います。ま

た、今回４７団体６０名の参加と伺いました

が、市内には約５２０の登録業者があると伺

っております。これは前回の常任委員会で報

告があったわけなんですけども、その他のこ

の団体にはどのように周知徹底を図っていく

のかお伺いしたいと思います。また、ホーム
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ページや広報誌、それから、今後の８月下旬

から９月上旬の説明会で十分な周知が、正直

図れるんでしょうかというような疑問も本当

に考えます。どうなのかなという疑問も、本

当に拭いきれないのが実感としてあります。

札幌や稚内では事業主、それから関係団体に

対して、自治会や商店街への事業系ごみの手

引きを作成して配付をしたり、啓発用のポス

ターを作成したり、またはパンフレットなど

を配布して、実施に向けて取り組んでいると

いうようなお話を聞いてございます。この辺

についても、ご見解をお伺いしたいと思いま

す。 

それと、これは教育長にお尋ねいたします

が、余裕教室、それと廃校施設の利活用なん

ですけれども、概ね理解することができまし

た。そこで、この管理体制について現職員で

の管理や、民間による管理がなされているか

と思いますが、この現状について教職員の管

理に対する負担が、このことによって大きく

なっていないか。負担が増えていないかとい

うことですね。それから、児童生徒へは、こ

ういったことで、しっかり目が行き届いてい

るんでしょうか、というようなことなどその

体制に関して、どのような責任の範囲で行な

われているのか、お伺いしたいと思います。 

また、放課後や休日に市民団体やスポーツ

少年団などへの施設の貸し出しなどを行って

るとお伺いしております。施設の管理の制約

など過度な利用条件を先生達に強いていない

か、その辺についてもお伺いしたいと思いま

す。 

また、廃校施設については、統合による施

設の閉鎖によって、地元の意見を伺いながら

利用に当たるとされておりますが、地元の意

見も当然必要でありますが、市内のみならず、

ネットなどによって広い視野に立った一般か

らの公募をということも求められるような時

代というふうに考えております。この辺につ

いて、どのようにお考えなのかお伺いします。 

また、東栄小学校と東小学校の統合につい

て、児童生徒の減少による統合の計画を進め

ているとお伺いしております。学区の変更等

による意図的な誘導はなかったか、あるいは

交流的な事業や、それから事業を通じてお互

いに理解を深められる、そういったことも必

要なんではないかというふうに考えます。地

域の活力を維持するための施設の利活用につ

いて、十分に話し合いをされたのか、段階的

に地域住民や自治会などへ周知をしたり、理

解を求めていくべきではないかと考えますが、

この辺に関して、総合的に計画性はあったの

かどうか、お伺いいたしたいと思います。 

教職員住宅の有効利用についてです。教職

員住宅の入居率の低さには正直驚いておりま

す。私は利用者のニーズに応えながら、どの

ように利用の促進に繋がるのかという議論を、

今まで真剣にされてきたのかということをい

ささか疑問に思うところでございます。真っ

先に市民の財産を管理しているという認識を

強く持つことが大切なんではないかと考えま

す。先に述べた環境の変化による低下という

ことも、一言でこれはなかなか片づけられな

いものではないのでしょうか。同じ教育施設

であり、市の財産として比較するのであれば、

私はアルテピアッツァの補修整備事業に予算

を付けて、これも補修し利用の促進を図ろう

とするものということで今回上がっておりま



-  - 26

すけども、一方では教職員住宅やその他の教

育施設は老朽化をしたから解体撤去と、それ

も利用者がないとの理由で、この市の財産を

失うということは市民にとっても大きな損害

を与えるということになるのではないかと考

えます。 

そこで、今まで利用されなくなる前に何ら

かの対策を講じてこられなかったのか、財産

を有効に使うという考え方にたった教育の基

本と考えますが、この辺の見解をお伺いした

いと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 高橋議員のご質問にお答

えします。 

初めに、厳しい経済状況が市に及ぼす影響

についてでございますが、景気低迷とか人口

減少などが長く続きますと、市税収入、それ

から地方交付税の減少が見込まれるほか、生

活保護受給者の増加に伴う支出増、これらが

考えられる状況でございます。こうしたこと

によりまして、財政健全化計画を進める本市

といたしましては、これまでにも増して厳し

い行財政運営が求められるものと考えており

ます。 

次に、雇用の創出についてでありますが、

本市の基幹産業である農業を核に、観光や商

工業の結びつきを強め、地域産業の内発的な

発展を図ると共に、公共事業の実施を通じ、

安定した雇用の維持を図るほか、新たな地場

産品アンテナショップなどを通じ、雇用の創

出に向け、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。 

また、新産業の創造や新製品の開発に取り

組む企業に対しては、庁内の横断的な連携を

図りながら、企業の求めに応じた総合的な支

援となるよう、国や道とも連携を図りながら

対応してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

次に、ごみ処理手数料の負担の問題でござ

いますけども、説明会に参加された方が少数

だったということで、これらの方々からのご

要望等に対しては、私どもこれから対応して

まいりたいと。それから出席されなかった

方々おりますんで、そういう方々には平成２

１年度ごみ処理手数料の上半期分の納付書、

これを送付しますので、これに合わせてこの

ことをお知らせする。それから、広報誌やホ

ームページで周知させていただく。さらに、

電話等の問い合わせにも対応してまいりたい

と考えてございます。色々ありますけども、

これにつきましても再度説明会を開きながら、

趣旨徹底を図るよう努めてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解願います。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君 高橋議員の御質問にお

答えいたします。 

初めに、余裕教室・廃校施設の利活用につ

いてでありますが、地域や学校の実情を踏ま

え、開かれた学校づくりを進めるためには、

学校、家庭、地域がさらに連携し、学校現場

に地域の力を取り入れていく、こういうこと

が必要であると考えております。 

このため、学校と地域が一体となって子供

達を見守り、健やかに育てることができるよ

う、本年度は全市展開を目指しております学

校支援地域本部事業、これに取り組んで参り

たいと考えておりまして、この取り組みは地

域や学校に着実に定着するよう、努力してま
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いりたいと、このように考えてございます。 

また、廃校の利活用につきましては、これ

までの経過を踏まえまして、様々な観点から

全庁的にその有効活用の検討を行ってまいり

たいと考えております。 

次に、東栄小学校についてでありますが、

区域外通学については、平成９年文部省局長

通達、通学区域制度の弾力的運用について、

に基づき、保護者や児童生徒の事情にできる

だけ配慮し、これまで対応を行なってきたと

ころでございます。 

また、統合につきましては、子供達のより

よい教育環境を考えると、一定数以上の同年

代の子供たち、集団の中で育つということが

望ましいとの考え方から、今後とも保護者の

皆さんはもとより、地域の皆さんと共に十分

な話し合いを行い、御理解をいただくよう取

り組んでまいりたいと、このように考えてご

ざいます。 

教職員住宅の有効活用についてであります

が、今後とも市民の財産、公有財産の有効活

用という視点から、その利活用のあり方につ

きまして、幅広く検討を行ってまいりたいと、

このように考えてございます。 

●議長内馬場克康君 ５番、高橋幹夫議員。 

●５番高橋幹夫議員 一通り答弁いただきま

して、ありがとうございます。 

地域経済の部分については、これからもま

たいろんな場面で議論する場もあるかと思い

ますし、様々な状況の変化の中からいろいろ

と議論をして構築していけると思いますので、

概ね理解することができました。 

それと、事業系廃棄物なんですけども、こ

れは、事業者に対して理解をいただき周知徹

底を図るために、主として市民にお願いする

立場からして、私は５２０件程度の事業所に

は、せめて足を運んで、職員が足を運んでで

も、その手引やパンフレットなど配布する姿

勢というものが必要なんじゃないかなと思い

ます。これは、やはり行政が市民に対して汗

をかいてお願いする姿勢ということが、やっ

ぱり必要なんでないかなという観点から、そ

ういうふうに思う訳で、こういった見解をお

伺いしたいと思います。それと今回の改定で、

効果など、市民説明が今後必要と考えられま

すが、こういった検証も、やはり報告をしな

きゃならないというふうに思いますが、この

辺についての考え方等をお伺いしたいと思い

ます。１０月の改定は他市町村と比べても比

較的安い設定となっております。今後廃棄物

処理場の満了に伴った新たな負担が求められ

ることも、今後考えられると思いますので、

その辺の考え方についてもお伺いしたいと思

います。 

それと、教育長にお伺いいたします。これ

は物を大事にするという心なんですけども、

実は私の会社の建物は築５０年とっくに過ぎ

ております。非常にぼろぼろで、冬も寒いし

夏も暑いというような状況でございます。し

かしながら、会社の財産として社員一人ひと

りが、こういったものを大事に扱うというよ

うな気持ちを持っているので、まだまだ使え

る、利用することができるというふうに考え

ております。我々民間と、行政のもったいな

いという考え方がちょっと温度差が見れるな

ということを感じるところでございます。 

そこで最後に、御見解をお伺いいたします

が、廃校利用についてですけども、老朽化が
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進んでいるわけですから、教職員住宅みたく

そのまま放置することはしないで、また利用

価値のあるうちに何らかの処分、対応をし、

少しでも売却益、利用益を教育活動費に充て

て、予算不足で対応ができなかった教育事業

を充実させるべきだというふうに考えますが、

御見解をお伺いしたいと思います。 

また、教職員住宅についても、これ以上答

弁が望めないかもしれませんが、教職員住宅

が市民の財産としてあるのであれば、民間活

力を利用した財産に付加価値を付けた住宅に

するなど、検討を期待をするとこでございま

すけども、これについても御見解をいただき

たいというふうに思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 高橋議員の質問にお答え

をいたします。 

事業者への周知などについてでありますが、

改定などにつきましては、再度広報誌及びホ

ームページにてお知らせするほか、８月下旬

から９月上旬ごろを目途に改めて説明会を開

催し、事業者の皆さまに十分に理解が得られ

るよう、周知徹底に努めてまいりたいと考え

ております。 

それから、市民の皆様には、ホームページ

などによりまして、いろいろ事業効果をお知

らせしてまいりたいと、このように考えてご

ざいます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君 高橋議員の御質問にお

答えします。 

廃校校舎の有効活用についてでありますが、

廃校の利活用につきましては、地域の方々の

意向もお聞きしながら、市の貴重な財産と言

う視点も十分踏まえて、さらにまた全国的な

有効活用の事例、そういったものも十分踏ま

えながら、全庁的にその有効活用について検

討してまいりたいと、このように考えてござ

います。 

次に、教職員住宅の有効活用についてであ

りますが、今後とも民間活用も含めた様々な

観点から、その活用のあり方について検討を

行ってまいりたいと、このように考えてござ

います。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

 １３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員（登壇） 発言の許可

をいただきました。通告をしております３点

の質問に入る前に、５月の末から６月にかけ

まして、美唄の議会で初めて地域に入って、

市民の皆さんの声を直接聞こうという取り組

みをいたしました。私もその４班の構成の１

班に所属をしました。地域６カ所を回ったわ

けでございます。御熱心な方がいらして、各

会場においでになった方もいらっしゃいまし

た。２カ所おいでになった方もいました。美

唄の議会にとって新たな１歩が踏み出せたと

いうふうに、今後の取り組みについてもぜひ

注目をいただけるものだというふうにして実

感として戻りました。市長に対する御要望も

あれば、議会の活動についての厳しい指摘も

ございました。その中でやはり発言の機会は、

全員が共有すべきだろうという声もございま

した。この議会には間に合わなかったようで

ありますけれども、是非、発言は議員の命で

ございますし、この一般質問、多くの方が発

言されるように市民の皆さんの御要望にも沿

うことでもありますし、次の議会に期待をし
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たいと思っております。次の議会では国政選

挙も終っているかもしれませんので、政権交

代もあるかもしれない。あとわずかでござい

ますが、そのことも含めて期待をし、また皆

さん方にも御理解をいただきたいと、当選を

重ねている馬齢を重ねている議員の立場で一

言申し上げました。以下、質問に入りたいと

思います。 

最初に、人事行政について伺います。市職

員の労働環境についてでございます。２００

６年、平成１８年３月に美唄市定員適正化計

画というのができました。ここでは平成１７

年の職員の現状というものを踏まえまして、

２２年まで、おおよそ医療職等を除きまして、

１００人の職員を減らそうと、こういう計画

でございました。具体的にそのためにどうす

るかということも、事細かに書いてございま

す。今年の改選後持ちました所管事務調査で

も、組織機構について学習をする機会がござ

いましたが、ポストの増設というものも目に

つきましたが、増設と言っていいのかですね。

一方でグループ制の導入が顕著でございまし

た。これは、定員適正化計画の中の組織機構

の見直しの中に、組織のスクラップアンドビ

ルドと合わせてグループ制の導入と、簡素で

効率的な組織への見直しという項目がござい

まして、これに基づくものだろうというふう

に考えてございます。これらの、適正化計画

に示されましたこの適正化の手法、１、２、

３、４、５、６、７、８、９とあるんですけ

れども。これらがどのように実践をされて、

そして、その結果として、どのように推進を

されているのかですね。この辺のところの推

進状況、お尋ねをしたいと思うんです。数値

目標がありましてね、これは病院等の医療職

を除くということでございますが、平成１７

年度４２６人というこのベースを２２年では

３９２名にしようと、こういう計画でしたが、

これはトータルとしますと３４名ございます。

しかし、手直しが１回ありまして、３６０と

いうふうに、平成２２年は手直しをされてお

ります。この辺の手直しも、これも状況を見

てだと思いますけれども、この辺の推進管理

の状況がどうなっているか、この辺について

お尋ねをしたいと思います。 

２つ目は、時間外労働の課題と職員の実態

についてでございます。３月の定例会の一般

質問で、私は言わば名ばかり管理職とか、そ

れから、病院のお医者さんの医療紛争、労働

環境の改善を求める紛争、司法の判断も出ま

して、また、基準監督署からの指導もこれあ

りで、これらの今取り巻く労働環境と併せて

美唄市の実態について、議論をいたしました。

これは、次にあります職員の健康管理の問題

とも関連するわけですけれども、市長は色々

答えづらい部分もあったのかもしれません。

最終的には、この時間外労働の実態について

把握をしたいというお話をされた。新年度は

４月からスタートでありますから、この辺ど

ういう状況を把握をされたか、お答えをいた

だきたいと思います。 

労働環境の３点目ですが、福利厚生事業等

メンタルヘルス対策の内容でございます。地

公法の４２条に市長は福利厚生計画を定めな

さいという規定がございます。これはしなけ

ればならない規定であります。福利厚生会の

補助金もゼロにしたと、一方で福利厚生に関

わる自主的な実施主体、福利厚生会というの
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は現存しておりまして、その中で事業計画と

いうの盛られて、そこに市も参与としてかか

わっているから福利厚生会の事業計画が福利

厚生事業だというようなお話をされてる。私

は違いますということを申し上げた。市長と

して義務があるんですよということ申し上げ

た。併せて、特にここ数年心の病というもの

に格闘している、苦悩している、そういう職

員が増えている。その多くは職場の環境であ

りましょう。その起因する職場が一定箇所に

集中しているという部分もございます。眠れ

ない症状から始まります。最近も直接その職

員と会う機会がございましたけれども、雇用

の不安すら覚えている、こういう状況でござ

いまして、この辺の心の病を含めた病気休

暇・休職等の状況、ここ数年の経過でよろし

いわけですけれども、どうなってるか。併せ

て市長としてこれらの対策、いわゆる保険の

部類に入りますけれども、疾病の予防やら、

それから疾病後のケアの問題ですね。職場環

境をどうするかっていう問題がある。職員が

元気でないまちは、まちそのものが元気でな

いわけでありまして、そんな視点でどういう

対策を講じておられるのかも含めてお答えを

いただきたいと思います。 

大綱の２点目は、財政運営についてでござ

います。この議会の冒頭、市長から市政報告

がありました。黒字になりましたと、一般会

計ですね。実質収支５，７１７万８，０００

円の黒字でございました。単年度の、単純収

支と言いましょうか、歳入歳出を引いたら７，

４００万円の黒字が出た。しかし、国の補正

がらみで次年度に繰り越す一般財源というの

が１，５００万あったんで、実質的には５，

７００万、そのうち半分を財調に積みますと、

残りは留保財源としておきますという、一般

会計の決算概要が示されました。病院も不良

債務が、これは公立病院特例債の借り入れ、

８億３，９００万の借り入れという要素があ

るが、単年度で黒字幅が増えたと、１，７７

０万になったと、８００数十万がですね。こ

ういう、言わば財政が好転したんではないか

と思われる決算概要が、市政報告にありまし

た。市長はこの決算概要をご報告されて、率

直にどう思われたか。これは実質的には、今

年から７年間かけて美唄市の財政の健全化を

図ろうと、その為に市民の皆さんに固定資産

税の増税、軽自動車税の増税、それから勤労

青少年ホーム等の施設の廃止、使用料等の増、

一方で市の職員には４０億数千万のうちの７

割を占める２９億円からの、いわば痛みを強

要して、そして作り上げたものでございます。 

さて、この多いか少ないかわかりませんが、

当初の予定を大きく上回る財政の好転という

ふうに見た場合に、これらはいったいどのよ

うに今後なるんだろうかと、注目を集めてい

るわけでございます。率直な受け止め方と併

せまして、新しくできました地方公共団体の

財政の健全化に関する法律の中で、健全化比

率というのが示されまして、その中の早期健

全化団体に適用になる一番可能性のあるとし

た連結実質赤字比率、ここの分だけでも結構

ですが、新聞報道では１４％を切るというよ

うな報道がなされておりましたが、議会には

その見通しが示されておりませんでした。最

終的には財政分析をして、９月の決算議会、

ここで市長が議会に対して報告をしなきゃな

らない義務がある。市民の皆さんにも公表す
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る義務がありますが、少し早いですが、数字

は簡単に出ると思います。この早期健全化団

体に対象にならないということが明らかであ

りますが、この連結実質赤字比率がどのよう

になるのか、お示しをいただきたいと思いま

す。 

次に、決算概要は先ほど申し上げましたと

おりですが、健全化計画比較等によります、

どういう増減の要素があったかということで

ございます。一般的には私どもも地域に入る

時に市民の皆さんにお話していたのは、暖冬

による除排雪経費の縮減、かかんなかった、

あまっちゃったと。それと、交付税が思った

より伸びたと。これで、好転するようであり

ますというお話をさせてもらいましたが、こ

の５月末の出納整理を踏まえて、これらの比

較、決算概要と健全化計画との比較で、主な

増減要素はどうなってるのか、お示しをいた

だきたいと思います。 

財政運営の最後でございますが、先程決算

概要で申し上げましたように、一般会計は実

質収支で５，７００万円黒になりました。で、

半分は積むと、これは、剰余金の処分という

ことで示されましたが、この留保財源含めて

これらはどのように今後使われるのか、その

使途見通しを示してください。 

それから、土地開発公社の経営について伺

いたいと思います。土地開発公社の経営に関

しましては、この２回定例会の冒頭の本会議

で、経営状況報告というのございました。こ

れは自治法で義務づけられている中身でござ

いますけれども、単に報告でございまして、

これにつきましては良し悪しの判断をする議

会の権限を与えられておりません。報告をお

聞きをするという内容でございました。市長

は、土地開発公社の経営に直接かかわりませ

ん。理事長であります、経営責任は。しかし

一方、市長は土地開発公社の経営に関しまし

て、具体的に総合的な経営指導ができる立場

であります。監督権、業務命令権、立入検査

権、報告を求める権限、これが公用地拡大推

進法で謳われているわけであります。併せて、

公有財産に関しては非常に強い権限を持って

います。そういった立場に市長がおありだと、

こういうことでお尋ねをしたいわけでござい

ますが、土地開発公社に関しましては、私ど

も議会がその経営内容に立ち入るという仕組

みにはなっていません。そこで、くどくどと

市長の権限ということお話し申し上げて、お

考えをお尋ねするわけでございますけれども、

現在、土地開発公社は、第三セクターと合わ

せましていわば潜在赤字、見えない赤字の巣

であると言われております。最近になりまし

て、この新しい財政の健全化法ができまして、

将来負担比率の中に土地開発公社に関わる債

務等に関する一般会計の負担見込みという欄

がございまして、将来負担額の中で初めて土

地開発公社の額が示されました。１９年度末

で６億９，８００万円という額でございます。

これらが市民の皆さんにも目に触れる額でご

ざいますが、市長はこの経営上の課題、これ

をどのように押さえておられて、これらの解

決に向けて、どう取り組んでこられたか、こ

の辺についてまずお尋ねをしたいと思います。 

次に、土地開発公社の経営の健全に関する

計画書というのが平成２０年の７月に作成を

されました。お願いをして、私的に資料をい

ただきました。この経営健全化の期間は、昨



-  - 32

年から平成２９年までの１０カ年で、基本方

針が定められ、公有地の整理処分等、具体的

な健全化に向けた取り組みの内容が記載をさ

れてございます。これらの経営の健全に関す

る計画というものを分かり易くひとつ対策の

ポイントを、解説をしていただきたいという

ふうに思います。 

３つ目は、土地開発公社は昭和４７年、１

９７２年に設立をされました。田中角栄さん

のときでございまして、地価が暴騰して、公

共用の用地を民間デベロッパー等、言わば開

発目的で取得をして、まちづくりの計画がお

かしくならないように、そういうことで、作

られた特別法でございます。そして、それら

によりまして、先行取得というものがしやす

くなった。議会の縛りや市民等のチェックが

なくなりまして、非常に土地の取得がしやす

くなったという利点もございました。しかし

一方、この事が冒頭申し上げた美唄市の確立、

借金を増やしていったと、巣になっていった

ということがございます。美唄市の赤字を、

隠れるクッション団体の役割も果たしたと、

私はそのように思っています。これらの、当

初できた土地開発公社の設置の目的、これら

を改めて整理をしていただきたいことと併せ

まして、今現在この土地開発公社が必要なん

だろうかと。実態は市で本来処理すべき土地

を、公社が背負い込まされて、合わせて宅地

等の造成のために取得した土地も売れずにそ

のままになっている。残っているのは何かと

言いますと、高い金利、これは金利は随分下

がっておりますが、その中でもレートを見ま

すと最大２．７からの金利を払っています。

これらの金利が年間１，７００万からの負担

が出ている。こう言った金利が毎年負担増に

なり、そして、簿価と実勢価格の差が乖離が

多くなっているという状況でございまして、

それらを細々と維持していくと、塩漬け土地

等の維持のためにあるんではないかと思われ

るぐらい公社の役割というものが変遷をして

います。これらの状況を見て、現時点で、こ

の土地開発公社の必要性というのをどのよう

に考えておられるのか、お答えをいただきた

いと思います。 

それから、最後の項目になりますが、農業

行政についてであります。私は、農業行政を

取り上げることは余りありません。農業は農

業の専門家がいらっしゃるという立場で触れ

ることが少なかったわけでございますが、国

営農地再編整備事業、これにつきまして絞っ

てお尋ねをしたいと思います。 

このことについては、先程同僚議員からも

３回、４回にわたる御質問がございました。

私は項目が同じでございますが、視点が異な

る部分がございますので、重複する部分があ

ろうかとお思いますけれども、御容赦をいた

だいて、お聞きをいただきたいと思います。

国営の農地再編整備事業に関しましては、す

でに調査検討が実施をされまして、事業が平

成３０年までに終わるような計画が立てられ

ていると承知をしてございます。実際に工事

に着手するのは少し先になるのかもしれませ

んけれども、これらの事業が行われ、先程も

ありましたように、言わば５００億の総事業

というふうに言われております。これはこの

３月の定例会の予算委員会でも私は質問をさ

せていただきました。美唄の将来、農業の将

来にとって極めて重要なこのほ場整備事業で
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ある。農地の再編事業だという御認識であり

ました。恐らくそうなんでありましょう。是

非成功していただきたい、こう思うわけであ

ります。５００億の事業というのは、過去の

これは手がけた事業でもこのような大きな事

業はございませんでした。少しく下水道事業

等もございましたけれども、これらもそこま

で及びません。土地区画整理事業もおおむね

１００億、箱もの事業でいきますと、東地区

にありますゆたかニュータウンの建設事業、

この関連事業含めてもこれも８０億でありま

す。５００億の事業というのは想像もつかな

いわけでありますけれども、３，０００ヘク

タールの整備がなされるということでござい

ます。これらの受益農家、参加対象戸数とい

うのが３５０戸ということも言われました。

そこで、先ず事業の実施スケジュールを改め

てお尋ねをしたいと思います。現在まで調査

が進められ、そして事業が実施をされる。６、

７年かかるんでしょうか。そして、事業が終

わった後、今度は据え置き何年か、１４、５

年間にわたる償還が始まるわけであります。

これらの事業の実施スケジュールをお示しく

ださい。 

２つ目には、受益農家ですね。これは何地

区でしょうか、３地区あるんでしょうか。こ

れらの受益農家の事業参加の状況でございま

す。農家の規模もそれぞれございまして、逐

年農家戸数も減少し、さらに高齢化が進んで

います。担い手対策も努力をされ、農家の皆

さん方、一生懸命頑張っておられる状況もあ

るが、すばらしい事業であっても参加できな

いという方がいらっしゃるというふうに聞い

ています。この参加をされない方々というの

は、どの程度おいでになるのか、それと参加

されない理由ですね。どういう理由なのか。

ここもどのように把握をされているか、お示

しをいただきたい。 

次に、事業費の地元の負担割合であります。

総事業費の９３％が国と道と、国の事業であ

りますから、国が見るのは当たり前なんでし

ょう。しかし、地元負担というのがある。こ

れは７％ということでございました。先ほど

の御答弁では。これらの国が示してるのは

４％のガイドラインが美唄市の市民、納税者

市民、というガイドラインが一応ある。残り

の３％が受益者である農民。これらの負担割

合に関して、さて、早く決めるべきだという

御指摘がございました、私もそのとおりだと

思います。そのことによって不参加の方も参

加するというかもしれない。これらを明確に

しないまま自主的に事業が進むような実態に

なってしまえば、極めて不幸であります。こ

れはどなたが、どういう立場で、どんな権限

で、この負担割合を決めるのかというのを、

私はいろいろお聞きしたがわからない。わか

らないが、これ私は地元の負担割合が現時点

でどうなのかなということを聞こうと思って

いたが、先ほどの質問でまだ先だと、８月の

末だということでございました。８月中って

言ったかな。これ、議会との協議ということ

もお話がございました。法令上は、議会との

協議というのはないですね。どこ見てもない

です。議会との協議、それからたとえば国と

の合意形成というお話もされました。これど

ういったプロセスを踏んで、この地元負担、

ガイドラインの４％を、さて４．５にするの

か、３．８にするのか、透明性がなきゃいけ
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ないと思うんですけれども、具体的にどのよ

うに、この地元の負担割合を決定していくの

か、少しく見えるように、協議というのは議

会との協議と言うんだから議会全体なんでし

ょう。議長と協議が議会との協議でもないだ

ろうし、この辺どのように考えておられるの

か。ちょっと、突っ込んだ話になりますけど、

私どもが目に見えるようにひとつ決めていた

だきたい。早く方針を示して合意形成を図る

という立場からも、ぜひその辺の考えをお示

しください。 

それから、この項目の４点目ですけれども、

私は先ほど申し上げましたが、国営なんだか

ら、土地改良法で定められた地元の負担って

いうのはあるのかもしれんが、法律上は何も

法律の明文化されてるものがない。見たけど、

ない。どこかで誰かが文書を出すんでしょう。

それは通達なのか、通達行政というのは終っ

ている。地方分権一括法というのができまし

て、２０００年にできて、こういうものがな

い。国の仕事であれば国が責任を持って進め

てやればいい。これが国と地方との関係の基

本であります。しかし、そうなってない。過

去もそうであります。今年も予算の中で突如

として灌漑工の事業費の負担、１３億円の予

算が計上された。これは、農業用の灌漑用水

でしょう。芦別か赤平かあそこを起点にしま

してずうっと美唄を通じて、北海中央幹線て

言うんでしょうか。それの事業１３億円を払

えと、ツケが来たと。これは誰が払う。美唄

市の一般財源で払う、払えない。それで過疎

債を導入すると。まだ付いたか付かないかわ

からんでしょうけども、内訳がない。こんな

ばかな話があるかって、私は予算委員会で申

し上げました。いつその事業が決定をされ、

いつ事業費が決められ、これはそこにどう参

与してったんだと、支払う側が負担を強いら

れる側が、どうかかわったんだということを

申し上げましたら、それは定かじゃないと。

言わば大阪府の橋本知事が言っておられる。 

私はあの人あまり評価しませんが、この部

分は評価をしたいと思います。いい言葉かど

うかわかりませんけどね、ぼったくりバーの

請求みたいなもんだという話をされました。

その発言を契機に全国の知事、北海道の知事

も腰を上げた。指定都市、これら明細のない

もの払えないって言ってきたじゃないですか。

こういったこともありまして、これらの受益

者農民の負担もそうでありますし、市民の負

担もそうであります。これらがどうやって決

められるのか、これらのかかわりですね。平

成１９年に出来ましたまちづくり基本条例に

は、市政運営の主体は市民であると書いてお

ります。そして、私ども議会や、それから首

長、市長の役割も書いています。私は、市政

にかかわる４つの運営主体と申し上げていま

す。市長、職員、そして市民、議会、これら

の果たす役割はいったい何なんでしょうか。

受益農民の、受益を受ける農民の皆さんの言

わば責任と権限というんでしょうか。役割と

いうんでしょうか。これらをどのように整理

をされていますか。どう考えても、法律を見

てもわからない。しかし、先ほどの灌漑溝の

負担金のように後で付けが来る。これだけは

間違いないようであります。せっかくすばら

しい事業をやるんであれば、これらを理解を

した上で進められるべきだと言う気がするん

ですけどね。この辺教えてください。 
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それから、この再編整備事業の最後でござ

いますが、先程言いましたけれども、予定で

は平成３０年に事業が終了すると。工事請負

の業者の皆さんにはめでたく支払いがなされ

る。そして翌年から付け払いが始まる。３年

間の据え置き、これは利子だけなんでしょう

か。元本は１２年にわたって払うと。通算１

５年であります。この事業が終了する時点、

平成３０年でありますけれども、予定ですね、

伸びるかもしれません。これらの時点で、美

唄の農業はどうなってるでしょうか。私は、

農業委員会の事務の皆さん方にもお話をする

機会がございましたけれども、なかなかその

姿をきちっと見定めるということは難しいと。

農業の所管であります農政もそのようなこと

でございます。しかし一方、既に第何期にな

りますか、美唄市のまちづくり計画の検討が

始まりまして、平成２３年、２０１１年から

恐らく１０カ年になるんでしょう。新たなま

ちづくりの計画をつくらなきゃいけない。そ

の時に将来の農業の産出額は幾らか、農家戸

数がどのようになっているか、１戸当たりの

耕地面積がどのようになっているか、農家所

得はどうなっているか、負債がどうなってい

るか、従事している方の年齢がどうなってい

るか、減反がどのように進むのか、これ、わ

からないことだらけだが、美唄のまちづくり

の計画の中にそのことがあって初めてまちづ

くり計画が作られるというふうになりますと、

美唄市としてその姿を想像してなきゃならん

わけであります。ここのとこの、美唄市の農

業の姿をどのように押さえておられるのか、

お尋ねをしたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 紫藤議員の質問

にお答えします。 

初めに、人事行政について、市職員の労働

環境についてでありますが、定員適正化計画

については、平成１８年度から平成２２年度

までの５年間の計画期間で、自立推進計画の

進捗状況などに合わせ毎年度見直しをしてお

りますが、平成２１年４月における病院医療

職を除く職員数は、計画３７０人に対して実

績では３７２人であり、計画と比較し２名超

過となっております。これまで中学校の配置

見直しや、幼稚園の定員見直しなど、人口減

に伴う整理統合、勤労青少年ホームの廃止の

ほか、総合体育館や市民会館などの指定管理

者の導入など、公共施設の効率的運営、組織

機構の見直し及び職員の適正配置に取り組ん

できたところであります。また、組織機構の

見直しのうちグループ制導入については、事

務配分の合理化及び業務の調整を行うと共に、

体制の強化を図ることにより事務事業の柔軟

かつ迅速な処理に資することを目的とし、体

制等については事務分掌を課単位にすること、

グループ編成及びグループ員の配置は課長の

権限で行うこととしております。 

次に、時間外労働につきましては、これま

で業務が増加傾向にある部署などにつきまし

ては、職員の採用を始め、配置増など職員の

適正配置に努めてきているところであります。

時間外勤務の縮減を図るため、勤務の実態に

ついては各所属長が業務の進捗状況を常に把

握し、改善が必要な場合については業務の一

層の効率化を図ると共に、課内、部内の応援

体制の強化や、事務配分の見直しを行うこと

などが重要と考えており、これらのことにつ
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いて全庁的に周知徹底してまいりたいと考え

ております。 

また、時間外労働をめぐる今日的な課題に

ついてでありますが、時間外手当の不払いに

関する話題が数多く報道されており、労働者

を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあるも

のと承知しております。このため、私としま

しては使用者には職員の健康・安全に配慮す

る義務があり、その責務を十分に認識し、適

切な対策を講じる必要があるものと考えてお

ります。 

次に、福利厚生事業のうち保健事業につき

ましては、平成１７年度からメンタルヘルス

アドバイザー業務委託契約を締結し、メンタ

ルヘルス対策の充実を図ってきたほか、定期

健康診断ついては平成２０年度から特定健康

診査の導入に伴い、年齢を問わず、すべての

職員に対して検査項目を増やし、例年希望者

が多い人間ドックについては、平成２０年度

実績の１１４人に対し今年度は３１人追加し、

１４５人を予定しているところであります。 

また、今年度は職員研修として保健指導研

修を実施することとしており、今後保健事業

のさらなる充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、病気欠勤、病気休職の疾病別状況に

つきましては、平成１５年度では病気欠勤に

ついては、内科系が９人、外科系が２７人、

精神疾患系が４人、合計４０人となっており、

また病気休職については、内科系が１人、外

科系が２人、精神疾患系が２人、合計５人と

なっております。一方、平成２０年度では病

気欠勤については、内科系９人、外科系が１

７人、精神疾患系が４人、合計３０人となっ

ており、病気休職については精神疾患系で４

人となっております。 

次に、財政運営等について、０８平成２０

年度各会計決算概要についてでありますが、

平成２０年度の一般会計は、繰り越し一般財

源を除く実質収支ベースで約５，７００万円

の黒字決算となる見込みであります。財政健

全化計画においては、１億２，８００万円の

赤字が残るものとして推計しておりましたが、

結果として黒字決算となったことは計画初年

度という重要な年でもあり、私としては安堵

しているところであります。特に平成２０年

度は特別交付税の増額のほか、少雪や石油価

格が需要期に下がったことなど、好要素が重

なったものと受けとめております。いずれに

いたしましても、地域の活性化を図りつつ、

財政健全化計画を着実に推進し、早期に計画

を達成するよう努力することは必要であると

考えております。 

健全化判断比率につきましては、今後分析

算定することとなりますが、連結実質赤字比

率では財政健全化計画１５．５３％に対し、

１２．８３％になるものと見込んでおります。

決算概要と財政健全化計画の主な増減要素と

しては、特別交付税の増要素や道路維持費な

ど維持修繕費、人件費、繰出金などの減要素

などがありますが、詳細については今後の決

算統計における分析作業後、財政健全化計画

の財政推計の見直しの中で明らかにしてまい

ります。 

歳計剰余金の処分につきましては、地方財

政法第７条の規定に基づき、その２分の１を

下らない金額の２，９００万円を財政調整基

金に積み立て、残額については今後の補正予
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算財源などとして留保する予定であります。 

次に、土地開発公社の経営についてであり

ますが、長引く景気低迷による土地購入意欲

の低下や市の財政状況の悪化に伴い、先行取

得用地の買い戻しが進まないことなどから、

つつじ団地などの公社分譲地や先行商業地な

ど約３９万平方メートルの土地が長期保有と

なっており、これらにかかわる長期借入金の

元金償還や、支払利息等により公社の経営は

非常に厳しい状況となっております。 

市としましては、これまで無利子貸し付け

などにより公社運営を支援してきたほか、簿

価との差異基金補てんや長期借入金の支払利

息の軽減を図る為の財政措置を講じ、公社経

営の改善に努めてきたところであります。 

また、昨年７月には公社の抜本的な経営改

善を図るため、平成２０年から２９年までの

１０年間を計画期間とする、土地開発公社経

営健全化計画を策定したところであります。

計画の主な内容としましては、無利子貸付の

継続実施、事業見通しのない先行取得用地の

民間への売却、平成１９年度の簿価見直しに

より生じた特別損失の計画的補てんなどとな

っており、計画の着実な推進を図るため、昨

年９月庁内部課長で構成する美唄市土地開発

公社経営健全化対策委員会を設置したところ

であります。 

次に、土地開発公社の設置目的と必要性の

認識についてでありますが、土地開発公社は、

昭和４７に策定された公有地の拡大の推進に

関する法律に基づき設立された特別法人であ

り、公共事業用地の先行取得が主な目的とさ

れておりますが、現在は本市の社会資本整備

も進み、公共施設も充実してきていることか

ら、新たな用地の取得については行っていな

いところであります。公社の保有地につきま

しては、公社経営健全化対策委員会において

現在民間への売却、または有効な利活用を検

討しているところでありますが、私といたし

ましても、早期売却などに向け全力で取り組

んでまいりたいと考えているところでありま

す。 

次に、農業行政について、国営農地再編整

備事業についてでありますが、事務事業のス

ケジュールにつきましては、平成１８年度か

ら平成１９年度まで地域整備方向検討調査を

行い、平成２０年度から平成２２年度までの

３年間は、事業実施に向けた地区調査を実施

しているところでございます。また、工事期

間は平成２３年度から平成３０年度、平成３

１年度から負担金の償還を予定しております。 

次に、受益農家の事業参加の状況と不参加

者の理由につきましては、平成１９年度に実

施した受益農家意向調査結果によりますと、

各地区の事業参加率は、茶志内地区が７８％、

開発地区が１００％、上美唄地区が１００％、

上美唄東地区が７９％、西美唄地区が９５％

となっており、事業不参加者の主な理由とし

ましては、経済的に参加できないや、高齢で

参加できないなどとなっております。 

次に、事業費の地元負担割合につきまして

は、先般、国に地元負担軽減策などについて

要望したところであり、現在札幌開発建設部

と協議を進めており、その協議経過や市の財

政状況を踏まえ、市の負担割合を検討してま

いります。 

次に、事業にかかわる受益農民、市民、市

長、議会の果たす役割についてでありますが、
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受益農民は圃場整備を実施することにより農

業生産性の向上や良食味米の生産などが図ら

れ、食料自給率の向上につながる大きな役割

を担っており、市長は財政状況を踏まえ、美

唄市農業の発展を推進していく上で受益者が

事業に参加しやすい環境を作っていくことに

あります。 

また、議会の果たす役割につきましては、

議決機関として市の政策の意思決定を行うこ

とであり、市民の果たす役割につきましては、

まちづくりを進める観点から、この事業に対

する意見や提案などをいただくことと考えて

おります。 

次に、事業終了時の美唄市農業の姿につき

ましては、今日農業を取り巻く情勢は大変厳

しい状況にありますが、本事業による広範囲

な地域の一体的な生産基盤整備を通じて、効

率的かつ安定的な営農が図られる生産性の高

い地域農業の展開が可能となるものと考えて

おります。 

●議長内馬場克康君 質疑中でございますが、

紫藤議員の再質問は午後からといたしたいと

思います。 

午後１時１０分まで休憩いたします。 

 

正午１２時 ６分 休憩 

午後 １時１０分 開議 

 

●議長内馬場克康夫君 休憩前に引き続き会

議を開きます。一般質問を続けます。 

 一般質問を続けます。１３番、紫藤政則議

員。 

●１３番紫藤政則議員 一通りご答弁いただ

きましたけど、私は具体的に、分かり易く、

自分の言葉で発言をしたつもりですが、御答

弁、私の趣旨を捕まえてないものが多いです

よ。本来ですと、その会議録を精査していた

だいて、もう一度答えてくださいと、我々回

数ですから、そう言いたいところですよ。た

だ、あと２回目だからそう言うと時間もかか

りますんで、答弁する姿勢として、私は、例

えば、今日は３人目ですが、１人目、２人目

で重複するような話があれば、重複を避けて、

そして視点を変えて、趣旨から外れないよう

に発言をしたつもりですから、同じように、

同じことを、前に言った方と同じことをと言

うのは、これはね、非常に私は、これからね、

議会が議会の場で真摯に議員も執行側も対応

するという、私はそういう姿勢に欠けるんじ

ゃないかという気がします。率直に聞いてい

てそう思いました。台本を読んでいるわけで

ないんですから。というその思いを胸に秘め

て再質問しますけども。 

人事行政に関して、私はこの適正化計画に

あります具体的な手法を、どこをどのように

対応したことによって、この言わば計画が推

進をされてきたのかということをお尋ねした

わけです。それと、特にこのグループ制に関

しまして、率直に言ってグループ制が機能し

ているんだろうかと、導入したときのその意

図するものですね、これが生かされて、業務

に反映されているんだろうかという、そうい

うことを検証したかったんです。そういう検

証なさった上で、この４月から新たに拡大を

したのかと、こういうこと聞いたら、それに

答えてないでしょう。答えてください。検証

をすべきでなく、検証した上で、この先行実

施を検証した上で、拡大をしたと。どんな検
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証したんですかと、このグループ制というの

は単に人減らしだけじゃないはずですよ。ど

うも私は、このグループ制というのわからな

い。そこで、仕組みは何ですかということも

お尋ねしたわけですけど、もう一度答えてい

ただけますか。 

それと、これ最終的にこの到達するのがど

うなるのかですね。グループ制というのは、

どこが、どういう種の職場が該当して、そし

て該当しないのはどういうわけなんだと。実

施計画みたいのがなきゃだめじゃないかと思

うんですよ、グループ制にかかわる実施計画。

そして、目指す到達点はこういうことですと

いう。実際先行導入していると、この検証の

１つとしてアンケート調査やってくれません

か。現場の人が毎日市民の皆さんに対応して、

第一線で働いている皆さん方が、このグルー

プ制というものをどう評価して、どんな課題

があるのか、どう改善すればいいのか。人を

減らされて辛いという思いあると思いますよ。

しかし一方で、新設ポストが出てる、これは

政策的な要素もあるからやむを得ないんだけ

ども、青テーブル増えている実態があるわけ

でね、三角形じゃなくて、逆三角形の組織体

制になってきてる。年齢構成もそうですけど

ね。こういうことも含めて、ぜひ実際日々業

務を手がけている人の声を、反映をしていた

だきたいというふうに思うんですけどね。お

答えいただけますか。 

時間外労働の問題ですね、課題の認識もお

答えありました。これ実態はどうなっている

んですかと言ったら、それに答えてないでし

ょう、この答弁。よくわからない答弁でした

よ。３月の予算議会のことを思い出してくだ

さい。私は、労働組合の職員アンケートを例

に出しましてね、言わば時間外労働の実態と

いうのが実際請求されて支給をされている実

態、状況と比較しまして乖離してると。時間

外労働というのは、これは法律で定められた

賃金です。サービス残業だとか踊ってますが、

この事を支払わないというのは、これは未払

い賃金です。法律違反です。実態が乖離して

るんだから、使用者が自ら実態を調べてくだ

さいというお話をした。いろいろしたけど、

最終的に実態把握すると言ったんじゃないで

すか。先ほども答弁では把握したんだか何だ

かわからない。同じこと聞くんですよ。実態

をお調べになったんですか。答えてないです。 

それから３点目、特にメンタルヘルスで心

の病と言いましょうか。療養されている方が

いらっしゃいます。これから将来ある若い方

で専門のお医者さんの本を読んだり、直接本

人と会ってお話を聞いたり、きちっとした治

療と、それから職場環境、家庭環境、こうい

うものがあれば完全に回復すると、断言して

もいいと、こういうお話も聞きました。最も

当局として対応しなきゃならんことは、かか

わる職場の周りの職場環境というものを、き

ちっと保障してあげるということだと思いま

す。１人区としてとらまえて、その当該病気

になっている方をとらえますとね、職場に対

する周りの仲間の業務の負担が増えると。こ

れに対する心労がその当人にも家族にもこれ

が病気に悪影響を及ぼす。まず、しっかりと

療養をしてという期間、そこには、定数上の

会員として見て、配置をするということがま

ず当局のやりうる務めだと、私はこう思うん

ですよ。将来のある若者でありますし、私の
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推測するには、そこの現場で一生懸命仕事を

して、一生懸命悩んで、そのことが起因をし

てると思われる方もいらっしゃる。非常にそ

のまじめにものをとられる人が多い。こうい

う方々のヘルスですね、健康ですよ、これを

回復させるために是非これ市長、指示をして

いただきたいと思うんですよ、現場任せじゃ

なくて。現場の管理監督者の役割というのが、

最も身近で大事なのかもしれませんけれども、

その範囲で業務量があり、人の配置がされる

場合、これはもうその限界しかないわけであ

りまして、再度、職場の状況、これは各行政

委員会ですね、教育委員会も含めて、状況を

市長なりに把握をされてください。把握をし

ていただきたいと思うんですよ。そして、人

員の配置面、これを考慮すべきだというふう

に考えますけども、お答えをいただきたいと

思います。 

財政運営に関しましては、これは、剰余金

ですね、歳計剰余金。残りどうするんだとい

うこと言いましたら、補正の財源に使いたい

ということでございました。私は、財政健全

化計画の進行管理のときにも申し上げました

けれども、やはり言葉はきついかもしれませ

んが、この健全化計画がどのようにこれから

進んでいくのか、計画どおりいくのか、計画

の大幅な見直しが必要なのか、これらに関し

ては当然執行権者としての責任と権限がある。

しかし、これは当初スタートの時に市民の皆

さんの御負担を含めて、市民の皆さんとの合

意形成を図りながら、計画をつくり上げてき

たという経過がある。私ども地域に入ります

と、決まったことをただ報告がされたんだよ、

という認識を持っている方がいらっしゃるが、

私はそうは思ってない。素案の段階でお示し

をして、ご意見等も伺って、そして成案化し

た。議会もそういう手順を踏んで、議会の中

の意見もその最終的な成案の中に組み入れて

いただいたという経過がある。地域で皆さん

が作り上げた計画だということになれば、そ

の今後の計画の変更なり、その際も市民統制

が必要でしょうということを申し上げた。そ

の仕組みが必要でしょうということを申し上

げた。私は市民グループ、言わば知見を有す

る皆さん方の組織を作って、そこでこの進行

管理についてもご相談をする。こういうもの

を作り上げるべきでないですかということを

申し上げてきました。市長は研究とか検討と

いう表現だったか忘れましたけど、そういう

御答弁もあったわけですけれども。このこと

についてはどのように感じておられるか、そ

うしていただきたいと思うんですけど。額面

で見ますと７，５００万円黒になったんだな

と、いやいやと、いや違うよ、それは２，５

００万繰り越しだから５，０００万、５，０

００万ちょっとです。じゃあ、それどうなん

だろう。いやいや、弱者対策で私ども申し上

げたが、これらに振り向けて、ひとつ当初計

画したやつをまた元に戻そうというふうに財

源で使われるんだろうとかですね。ご心配な

さってる人がいます。こういう部分に、言わ

ば計画の変更等が伴う、こういう場合に、や

はり市民統制の必要があるんではなかろうか

と、こういうことでございます。御答弁いた

だきたいと思います。 

土地開発公社の問題でございますが、これ

は、新たな庁内における職員、一所懸命かか

わる職員の、その組織づくりをして、そして、
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現場の不良資産等を見て、具体的にどこにど

ういうものがあるんだろう、そういうことか

ら始められて、そしてそれをどのように解消

していくのかと。早い話、買っていただくよ

うな努力をどうするのかということに、緒に

ついたばかりでございます。私は従来のやり

方から見ますと、非常に評価をしています。

頑張っておられると思ってます。ここをサポ

ートする意味でも、市民の皆さんにもこうい

う状況知っていただくことが大事だと思いま

す。これ私どもが昨年基本問題調査特別委員

会の中で、公社３セクへの、どういう状況に

なってるかという資料、これは自治組織代表

者会議等の資料でも出されたようであります

けれども、ここに債務保証の説明がありまし

て、損失補償も合わせて出ておりますが、土

地開発公社については、平成１９年度末で１

８億６，２４８万３，０００円債務保証があ

ります。借りに対して市が裏保証をしてるや

つがこれだけありますという書類が出ており

ます。これはこれで状況がわかるんでしょう。

しかし、公社の経営状況をこれでわかれとい

っても無理があります。土地の所有は、全所

有は幾らで、そして、その所有の面積は幾ら

で、簿価は幾らで、実勢価格は幾らで、その

うち売れる段取りができてるのは幾らで、売

れる段取りも何もできてないで野ざらしにな

ってるのは幾らで、年間どれだけの金利負担

をして、ほっておけば将来こうなりますとい

うことを示すのが、わかりやすい経営状況の

お知らせなんです。これをしていただきたい

と思うんですよ。私共も正直言いまして、こ

の本会議初日にいただいた土地開発公社の経

営状況、これの数字だけ見ても、私だけかも

しれません、理解がなかなか難しい。是非、

見る側の言わば企業会計やら、それから公社

のルールやらですね、そういうものがわから

ない人でも理解できるように、ひとつ工夫を

して、私どもと共に示していただけませんか。

この事は、まず、この健全化に向けたスター

トだと私は思うんですけど。 

それと、先程評価をいたしました土地開発

公社の経営健全化計画ですけれども、これは

今の処分可能な土地の処分をどのようにして

いくかという年次計画が出されております。

それから、言わば時価と簿価の差が新たに出

たと、不動産鑑定士使ってですね、その４億

数千万の、それの特別損失を一般会計でどの

ように払っていくのかということも一覧で出

ております。先程も１回目の質問で申し上げ

ましたが、土地開発公社の設置目的と実際今

やってる中身というのが大きく乖離をして、

法律そのものが、まさに死文化してるという

状況になってる。これは認識は異にしないと

思うんです、一致すると思うんですけれども。

公社そのものの、言わば精算、廃止というも

のを視野に入れて、計画をつくるべきだと思

うんであります。使い勝手のいいものという

のは、使い勝手もいいなりのリスクがあるわ

けでありまして、美唄の現状を考えた時にそ

ういうことが必要だと思います。この辺です

ね。一般的な御質問ですけど御答弁をいただ

きたい。 

それと、市長はこの土地開発公社の専務理

事をなさっていましたね。言わば内部の運営

の実質的な責任ある立場におられましたね。

専従の職員として。恐らく公社の経営状況と

いうのは非常に明るいと思うんですよ。私は、
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夕張の問題があったとき、隠れている借金か

ら表に出る借金から入れて、夕張と比較して

美唄はどういう状況なんだろうかということ

でお尋ねしたことを記憶しているんです。そ

の時に、土地開発公社に関しましては、短期

の借り入れと長期の借り入れを出されました。

言わば先ほど土地開発公社の経営状況の中で

債務保証の額ということを市民の皆さんにお

示ししていますけれども、一言で言えば難し

いかもしれませんけれども。土地開発公社が

なくなるとしたら、美唄市民はどれだけの債

務を背負い込むんだろう。毎年そういう１つ

の数字の確認作業が必要じゃないかという気

がするんですけどね。市長は、そういう実務

の経験も含めておありなんで、一言で言うの

は大変なのかもしれないけども、ちょっと数

字上、公社の経営状況を一言で説明するとす

れば、ここで言う債務保証額ということが一

番適切とお考えなのか、その辺、ちょっとお

答えいただければというふうに思うんですが。 

農業行政について伺います。受益農家の事

業参加でございますけれども、先程茶志内で

７８％、開発で１００、上美唄１００、上美

唄東７９、もうひとつ西美唄９５ということ

でございました。これ戸数にすると何戸にな

るんでしょうか。で、この前提として、平成

１９年の言わばどこが取り組んだかわかりま

せんけども、ニーズ調査というんでしょうか、

に基づいてということでございます。これ

日々刻々状況が変わるわけでございますが、

これは現状もそうだという認識でいいのかで

すね。これが、このとおりだとすると、例え

ば、構造上の問題として、ほ場整備の問題と

して、ほ場そのものがほ場面積が減って、仮

に共通の、よくわかりませんけど排水路とか

通常の道路とか、そういうものの共益的な役

割の整備が増えていくのかですね。そのこと

によって農家負担なり地元負担なり、事業費

等がどうなるのかですね。影響が出てくるん

じゃないかと素人なりに心配をするわけです

が、この辺はどのように押さえておられるの

か。先ほど同僚議員からもありましたように、

本来ですと２３年から事業にかかるというも

のであれば、既に負担割合も明確になり、ス

タートをしうる、スタートラインに立つ状況

でなければならないんでないかという気がす

るんですけどね。仮にガイドラインでありま

す、その４％がこれは北竜だったですかね、

北竜が４って大きく新聞に出てたかな。農家

戸数が半分になるから、今から手打たにゃい

かんというようなこと書いてましたよ。これ

が４．仮に２とか３とか、３．８とか５とか、

こうなった場合に、受益者負担が増えたり減

ったりするわけでしょう。それによっていわ

ば参加する人、参加しない人というのは変わ

る可能性はないんでしょうか。だから私は物

の出発として、物の手順として、美唄市とし

てはこれだけの負担を考えるから、是非ひと

つ参加してほしいと言うんなら、参加してほ

しいと言わなきゃならない。それをどうなる

かわからん、あっちと相談してる、こっちと

相談してると、こういうことで決断できるん

でしょうかね。悩んでない人が、あとははっ

きりとだめで、悩んでない人がいないって言

うんなら別ですよ。ひとつ、非農家の議員に

もわかるようにご答弁いただけませんか。そ

れと、国と協議してるって何を協議してるん

ですか。議会と協議って言いましたけど、ど
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んな場で何を協議するんですか。その時期と

いうのはいつになるか、終わってから協議に

なるんでしょうか。ここもはっきりさせてく

ださい。 

私は、この市政にかかわる４つの市政運営

の主体の話をしました。これは、私の言葉で

なくて、北海学園大学の神原勝先生が、議会

でお呼びして議会の基本条例、もしくはまち

づくり基本条例の議会条項をどうするかと言

った時に、その講演の中であった言葉ですけ

れども、このまちづくり基本条例なり、美唄

のまちづくり憲法にあたって、市政運営の言

わば主権者たる市民とのかかわりなんですけ

れども、それぞれの３者、４者が相まってそ

れぞれの役割を果たして、連携をしてまちづ

くりを進めるもんだっていうお話を、私は強

く記憶しております。先程申し上げました受

益農民、市民、市長、議会の果たす役割とい

うことですが、いつどういうタイミングで、

どんな材料が提供されて、そして、私どもが

協議に預かるのかと言うことなんです。この

事で、推進される皆さん方からの御発言は何

度かあったという記憶をしておりますけれど

も、市長がこうしたいという事で、今まで何

かあったというふうに私は記憶はしていませ

ん。初めての取り組みをなされるんでしょう。

議会との協議というのはですね。どういうこ

とをイメージすればいいのか、教えてくれま

すか。 

仮に５００億、先ほど経済の波及効果の話

がございました。私思い出すのが前市長のと

きにお風呂作る時ですね。ゆ～りん館作る時

にどういった波及効果があるんだろうかとい

うことで、試算をすべきじゃないですかとお

話しました。初期投資と、それからいわば設

備投資、投資的事業と、それからでき上がっ

た後の言わば雇用とか、地場の農産物をどう

使うとかですね、そういうふうに分けて美唄

市に直接入るもの、それから、言わば地域全

体に影響が出てくるもの、こういったような

ことで、質問をしましてデータをいただいた

ことがあります。それを先ほど思い出したわ

けでございます。 

先程は、１次波及、２次波及という効果と

いうことで出されておりましたけれども、こ

の地元の波及効果というのは、この建設工事

ですね、農業土木工事と、これに付随するも

のだと思うんであります。一方、この５００

億がさらに何倍かになると、これプラス市民

の負担が仮に非農家の視点で見れば、５００

億ということになると、４％で何ぼになるん

ですか。２０億になるんでしょうかね。これ

が平成３０年以降、３０年で終らせるから３

１年以降でしょうか。いつかどこかで請求書

がくるのか、こういうことも明らかにしなき

ゃいけませんね。ですから、先ほどの話と行

ったり来たりしますけれども、それぞれの果

たす役割というのは情報をしっかり共有をす

るというものが必要でしょうし、そういった

視点でも先ほどの波及効果とちょっと相反す

るかもしれませんけれども、そういう具体的

な数字も含めて、ご負担がこうなりますと、

それが将来の美唄の財政計画、こんな影響が

出ますということがまず必要でしょう。 

それと、農業の姿というのが見えないです

ね。でき上がったときの美唄の農業がどうな

るのか。農業センサスやら、農協の調べやら

農政課独自の調べやら、毎年の、いわば後追
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いデータというのは、これはわかるんでしょ

うけれども、私は以前地元の農産物の消費、

どれぐらいなんだろうかというお話をしたと

きに、データがないというお話でした。デー

タがないのに地元の農産物を地元で消費しよ

うという運動をしたって、どういう目標を立

てていけばいいのかわからんじゃないですか

っていうお話をしたことがあります。随分前

です。それでようやく市の職員のアンケート

調査を取った。７割が美唄のお米を食べてい

るというようなデータが出たというふうに記

憶しておりますけどね。これらの、その農業

の動向というのは、独自で調べなきゃならな

い問題もあるわけであります。１９８％北海

道で言わばその農産物のカロリーベースの自

己消費率というんでしょうか、こういうもの

があると。美唄はどうなんですかって言った

ら、これはわからんと。北海道がわかるのに

美唄がわからないということはないんだろう

けど、これはわからない。じゃあこれ何とか

それをデータとして把握する方法はないんだ

ろうかということも必要でしょう、部になっ

たんだから必要だと思うんです。将来の例え

ば、農業の例えば専業農家、販売農家がどう

なるんだろうか。これわからない。農業産出

額になりますと、もう調べてないということ

だそうであります、これは国なんですが。農

林水産統計ですね。これで農業産出額がもう

美唄のいくらというのが出ない。農協さんか

ら調べなきゃいけないということらしいんで

す。こんなように非常に客観的に、農業が現

状はどうなってるかということもなかなか把

握しづらい。資料をいろいろいただきました

けども、私は将来どうなるんだろうかという

ことでの資料として分析をしようとしたんで

すが、なかなかできない。それでお尋ねした

んですが、先ほどの答弁なんです。果たして

それでいいんでしょうか、これだけの大きな

仕事を組むときにですね、農業の姿というも

のを、こうだというものを市長ご自身がお持

ちでなくていいんでしょうか。現場の職員じ

ゃなくて、これは政治家たる市長のお務めじ

ゃないでしょうか。それに向けて、今こうし

なきゃというリーダシップを発揮するのが私

は首長の責任だと思うんです。余り悪い話は

さっきしてなかったですけどね。３月の予算

委員会でもこの農地再編整備事業というのは

薔薇色ですというお話だったんです。コスト

ダウンは勿論、おいしいお米も採れるし、農

業の今後の将来も明るい見通しがたつという

話だったんですけど。ここのとこ、改めて美

唄市農業の姿ですね。私どもにわかりやすい

ように、これはそうならない場合も当然ある

でしょう。先ほどの財政健全化計画じゃない

ですけど、そのとおりいかないということあ

るんです。しかし、いかない時の、なぜいか

なかったかというためにも、将来の予測とい

うのを立てて進めるのが計画的なまちづくり

じゃないかと思うんですけどね。この辺御答

弁してください。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 紫藤議員の御質問に順次

お答えします。 

まず、１点目のグループ制についてでござ

いますけども、グループ制につきましては、

今年から試行的に拡大したという状況になっ

てございますが、これにつきまして、各自治

体において、色んなグループ制の良い点と、
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悪い点が出ている部分もあると承知してござ

います。これにつきましては、私ども全庁的

な導入に当たる前に、今現在やっている導入

部署の検証結果とか、庁内議論踏まえた上で

判断してまいりたいなと思っていまして、今

提案のありましたアンケート調査、このあた

りも含めて今後その検証をする際の参考にさ

せていただきたいなと思っております。 

それから２点目の時間外勤務でございます

けども、この時間外勤務の状況につきまして

は、毎年各課等の組織や職員配置のヒアリン

グ、この時点において、課長等からいろいろ

状況把握してるとこでございます。ただ、実

態を把握してないというような御指摘もあり

ましたんで、これについては、ある程度私ど

も時間外多い部署等に関しましては、例えば、

生活保護のケースワーカーとか、それから病

院の臨床工学士、これについては増員なり採

用して人数を増やした部分でございます。時

間外につきましては、やはり、基本的には各

所属長が実態を把握していただくと、これが

基本でございますけども、この辺りをもう少

し本当にきめ細かく各職員の動向等、それか

ら本当に勤務実態を把握する中で押さえてい

かなきゃいけないなと思っておりまして、今

年に関しては毎年行っておりますヒアリング、

これを少し早い時期に行って、各職場の実態

を把握して、その対応に努めたいと。それか

ら、時間外の額についても、これも検討して

まいりたいなというふうに考えているとこで

ございます。 

それから、メンタルヘルスの問題でござい

ますけども、本当に今精神的な病で、本当に

これは見るに忍びない状況になってございま

して、職場復帰したなと思ったら、また休職

するというような、この繰り返しも行ってい

る職員もございます。やっぱり今はこういう

職員が、私ども貴重な人材でありますんで、

少しでも回復していただいて、現場復帰して

いただくよう、これは私としても言われるよ

うにきめ細かな対応をして、今の所、職場替

えなどをしながら本人の負担にならないよう

に配慮しているものの、足りないのかなと思

っておりますんで、これについても細心の注

意を自ら払っていきたいなと思っております。 

それから４点目の財政運営等につきまして

は、財政健全化計画、これについての進行管

理という問題でございますけども、これ、今

の財政健全計画は短期間で作った関係もあり

まして、市民の意見を聞く程度に終ったと言

う中で委員会なるものはなかったわけでござ

いますけども、かつて、行政改革の時に委員

会を作って、そして計画を作っていただいた

と同時に、進行管理もしていただいたという

経過もあります。これらのことも踏まえなが

ら、今後この進行管理についてどのような市

民の参加の仕方があるのか、これについて検

討させていただきたいと考えてございます。 

それから、公社の問題でございますけども、

私、土地開発公社の理事を一時やってました

けども、短期間で内容的なもの十分承知して

ございませんけれども、土地開発公社が、や

はり一時持っていたその役割というのはもう

果たしたのかなと、今こういうバブル崩壊後

の地価の下落状況にあって、役所自ら第三セ

クターなるもので民間の住宅用地を供給する

ような状況にはないというふうに考えてござ

います。これについても、今国はその地方公
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社の整備または再生のための必要経費を、地

方債の対象とすることができるよう地財法の

一部を改正してると、このように承知してご

ざいますので、まずは今持ってる土地をどの

ような形で整理して、今身軽にするかと、こ

こに重点を置く為に公社健全化の内部の委員

会を作った訳でございまので、これを精力的

に稼働させて、何とかこの公社のいろんな身

を軽くする、まずここに精力的に動きたいと。

それと同時に公社の経営状況、これは市民周

知についてよくわからないという御指摘もあ

りますので、やはりわかりやすい、一工夫し

たものを市民の皆様に示しながら、これは情

報共有してまいりたいと、このように考えて

ございます。 

それから、国営の農地の部分でございます。

これにつきましては、制度としては平成２３

年度着手に向けた場合、土地改良法に基づい

て事業認可申請を行っておりまして、市町村

の負担同意が必要となるということから、２

２年１２月の定例会なり、３月ということで、

直近の議会で負担に関し、議会の同意を得る

と言うような、こういうものにとどまってい

るわけでございますけども、それも率が明記

されるくらいのものでございます。これでは、

私はこれからこの大規模な事業を進めて行っ

て将来負担が当然生じるわけですし、これは、

こういう流れではまずいなという事で、その

前に期成会に対して市の考え方を示すとか、

それから、議会にも当然この事業の内容とか、

美唄市の将来負担についてもこの部分を示し

ながら、一定程度の理解を深めていきたいと

いうふうに考えてございまして、これについ

ては作業が遅れておりますけれども、今この

事業による経済効果、それから負担部分、言

ってみればこの事業のメリット、デメリット

を明らかにして、この情報を共有するという

部分がどうしても必要だろうということで、

この作業を早急に進めてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

それで、今国とちょっと話している部分は、

今回直轄事業が全国で知事が騒いで、国が９

割も負担するなんていう乱暴なことをやった

もんですから、国営事業も何とか方法を講じ

るべきでないかという考えがいろいろ色んな

方から言われております。直轄事業とやっぱ

り国営事業はちょっと違っているという部分

がわかったんですけども、農地の場合は個人

的な財産ですから、この財産形成に全く国費

を投入することはできないと。やはり、農業

者自らも私的財産ですから、これは一定の負

担が必要だろうと。それで、今７％を何とか

軽減できないかと、国がもう少し多く持って

もらえば７が５で済むとか、そんなことにな

るものですから、これをお願いした部分もご

ざいます。これはなかなか正式にはできない

部分でございますので、まず、地元負担等の

軽減策について、それから今７％が動かしが

たいものだとするならば、７を４・３持つか、

３・４持つかいろいろこれはあるわけです。 

ただ市町村が持つ分、これについては数年

前からこの償還に対して過疎債を貸すという

ことで国が措置してるんです。だから過疎債

を全額借りれば市町村が持った分の３割の負

担でいいだろうと、そういうことで、過疎債

でこれを対応するというようなふうには変わ

ってきております。ただ、この過疎債が時限

立法ですから、この事業が終わるときにこの
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過疎債の制度があるかないかと、これもあり

ますんで、この過疎債の制度がもし、この事

業が終わったときになくなったとしたら、何

らかの他の方法があるのかどうか。このあた

りも詰めないと美唄市が、これだけ、５００

億のうち一定程度持って、全額が市民負担と

なるのは、これは全く財政的に運営できなく

なるという事から、過疎債の延長、そして、

ない場合は代替策と、これは検討していただ

きたいと。 

それから、農業者にとって今これだけの大

変な農業情勢の中で農業者が自ら負担をして

やれるのかという問題であります。その中で

一定の負担はある程度やめないにしても、こ

れを減らす方法、それから、一番問題になる

のは、北海道においては工事が夏工事になる

と、その１年間そこの土地では物を作ること

ができないんです。通年施工による所得保障、

これをしていただけなければ、農家は対応で

きないんじゃないかと。これについて何か方

策がないのかという事で、春にやるとか、秋

にやるとか、こういうずらしてやると言う方

法もあるようでございますけども、これにつ

いてもある程度検討していただけなければ、

農家はまずこの事業に参加できないんじゃな

いかというようなこともいろいろあるもんで

すから、大きく３、４点、国、道に行って検

討願いたいと、だから、自治体の負担、さら

には農業者の負担について何らかの方策を講

じるお気持ちはあるんでしょうか、というよ

うなことを、今札幌開発建設部といろいろ協

議してると。この辺りを少し詰めてから議会

等にお示しして、この美唄市の負担割合を決

めていきたいなというふうに、私としては考

えていたわけでございますけども、いずれに

しても、ある程度の期限が押し迫っておりま

すので、今後早急にこの辺りの詰めを行った

上、さらにいろんな情報もしっかり精査して

お示しすることで、議会もいただきたいなと

いうふうに考えているとこでございます。 

それから、農業の姿、これは本当に私も首

長やって、どうも農業の姿が見えないと。国

がいろいろ毎年、制度を変えて品目横断をや

ったと思ったら直ぐ見直しと、このような中

で国政が変わるもんですから見えないなと言

う中で、美唄市の農業の発展ビジョン、これ

しっかり作るようにということで、今、担当

部署におきまして、このビジョンを作ってい

る最中ございます。これらを私ども明確にす

る上で、美唄市の農業がこういうふうになる

んだというようなことも、少しイメージとし

て出せるような形を取りたいなということで、

今これについては策定中でございますんで、

ご理解願いたいと思います。 

●議長内馬場克康君 １３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員 後ろの方からですね、

この農地再編整備事業に関しましては、具体

的な内容の伴う考え方というのが出されたわ

けで、少しく理解が深まった感じをいたしま

す。２回目にお尋ねしたどうしようと悩んで

る方、それから、もう明確に不参加をお決め

になった方々、この辺何戸くらいあるんです

かっていう話をしましたが、データがないの

かもしれませんが、改めてまたその辺の状況

があれば、お尋ねをしたいと思います。それ

と相手のあることで、市長が思ってるように

実現するかというのは、なかなか難しいんで

しょうし、これは、美唄だけの事業じゃなく
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て、既に多くこの先例がありまして、美唄は

後進地というふうに言ってもいいぐらいなと

ころなんでしょう。そういった枠が期待感を

持っていいのかどうかですね。せっかく時間

をかけるんであれば、今一生懸命市長が地元

負担の軽減に向けて、国とその辺の調整なり

協議をしていると。で、ぜひ見守るべきでな

いだろうかと言うのかですね。ここんとこ私

はなかなか直近で選挙があるから、そんな意

識してそういうものも影響がするようなもの

なのか、その辺もよくわからないですよ。何

を根拠に、地元負担の割合というのを決めて

いるのか。補助事業だったら何分の何補助と

かありますよ、定額補助とか。今言われた国

営事業と直轄事業というのは、性格的に違う

というお話ちょっとされましたけども、よく

見えない部分があります。ぜひ、これは例え

ば全道市長会なり全国市長会を通じて、要望

という形でも結構ですからお願いしたいのは、

こういったいかに国が事業の主体であり、国

営と言えども地域負担が伴い、地域の中の合

意形成が必要なものに関して、明確にそれに

議論参画できるような、そういった仕組みを

つくるべきだと。 

先ほどあったようにこの認可申請の段階で、

これは予想されてるのが平成２２年の１２月

前後というようなお話でしたから、ここで、

その事業費も示されないで、ここでその認可

申請に向けた合意書というのか、出す際に議

会の議決ということになるんでしょう。これ

だって議会が議決を付すに値するような、そ

ういった提案理由なり、材料が伴ってないわ

けですよ。これですね、声を大にしてその時

点での内訳を明示するとか、市民説明がつく

ようなものを用意すべきだと、声を上げてい

ただけないですか。今までもそういう議決あ

ったのかもしれませんけども、あまりすかっ

と記憶、覚えてませんけども。議決しやすい

提案理由になるように、それは是非仕組みを

充実するように、働きかけしてくれませんか、

率先をして。志を同じくする人いるんじゃな

いでしょうか。お答えをいただきたいと思い

ます。 

時間外の問題は少しく３月の予算委員会に

戻ったくらいの前進はあったのかもしれませ

ん。なぜそういうふうにこだわるのか、現場

が押さえてとかって言いますけれども、使用

者として全庁的に人事当局が、実態はどうな

んだろうかというの調べるのは、何にも問題

がないし、大変なことじゃないじゃないです

か。どういった調べ方をするのかは別にしま

しても、私は、時間外労働というものがない

職場環境をつくるのが一番だと思います。 

しかし、文字どおりノーワーク・ノーペイ

でありますから、きちっとした担保をしてく

と、市立病院の医者の扱いに関しても、これ

は今の実態を把握をされて、そして、司法の

場で下った判決とか、監督署のその判断だと

か、これをきちっと整理をされて、美唄の実

態がどうなのかということを直ちに調査する

べき中身だというふうに思いますよ。はっき

りと言ってくださいよ、実態調査するならす

ると。いつまですると。３月の段階から１歩

も出てないんだもの。その辺ももう１回答え

てください。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 国営の農地再編事業の部

分でございますけども、先程の答弁でこの数
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値が平成１９年度の部分でございまして、各

地区、上美唄地区は３９戸で３９戸賛同、上

美唄東地区が１９戸で１５戸、西美唄が６０

戸で５７戸、茶志内地区が１０６戸で８３戸、

開発地区が５４戸で５４戸という回答をいた

だいておりますけども、未回答というのが２

２０戸もある状況でございますんで、農業情

勢が動いている部分もありますから、これは

あくまでも１９年度の調査ということで押さ

えていただきたいと思っております。 

先ほどの国営の部分で、やはり過去の議会

に提案したものを見ると、負担予定が率が

何％、負担区分はこういう事業で負担すると

いうだけのものなんですね。これでは、やは

り色んな理解を得られないと思いますんで、

この辺りを少し明確にした上で、お示しした

いという部分と、それから、工事費が国営事

業の場合、国直轄もそうですけども、かなり

いろんな中身がよくわからないとか、それも

あるもんで、道営事業と比べて国営高くなっ

ております。そのあたりをもう少し下げられ

る努力もしてもらわないとだめなものですか

ら、これは全て農業者にも色々係るものです

から、ここをもう少し明らかにするようなこ

とを、国にはお願いしてまいりたいなと思っ

ております。 

いずれにしても、この事業５００億という、

本当に大規模な事業でございますので、しっ

かり情報等を取りながら、今後に向けて努力

してまいりたいと、考えてございます。 

それから、時間外の問題でございますけど

も、これは、先ほど言いましたグループ制の

調査というものもありますんで、これと合わ

せてしっかり職場実態を把握するような形で

取り組んでまいりたいと考えてございます。 

●議長内馬場克康君 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員（登壇） ２００９年第

２回定例会に当たり大綱３点について市長及

び教育長に質問いたします。 

質問に入る前に一言申し上げたいと思いま

す。 

５月２９日から６月４日、５日にかけて開

催された美唄市議会として初めての議会報告

会ですが、私も５ヶ所で５０人以上の市民の

皆さんと話し合いの場に参加してまいりまし

た。多くの市民の皆さんの御参加をいただき、

また貴重なご意見も数多く提案していただき

ました。ある会場では参加者のお一人からコ

ピーを渡され、しっかり読んで今後の議員活

動に生かしてほしいと激励されました。議員

として今後ますます自分自身を磨き、市民の

皆さんの負託に応えられるような議員活動を

していかなければならないと、各会場を後に

するたびに感じておりました。同時に今年限

りではなく、来年、再来年と、この議会報告

会を続けていくことの重要性も痛感したとこ

ろであります。 

一般質問に入ります。 

大綱の１点目は、定額給付金給付事業につ

いてであります。この質問に関しては、午前

中同僚議員からの質問もありましたが、立場

が違いますので、重複を避けて質問したいと

思いますが、重複の場合はお許しを願いたい

と思います。 

この事業につきましては、新聞、マスコミ

が人気低迷の麻生内閣の選挙目当ての究極の

ばらまきであることを指摘してまいりました

が、私もそう感じております。元をたどれば
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国民の税金をさもさも給付すると。上からの

目線で対応した政権の姿勢は末期の悪あがき

としか思えません。 

第１点目には、本市の該当世帯数や給付金

額、給付割合を伺います。また、支給日ごと

に、その支給割合の変化と直近の状況につい

て伺います。 

２点目には、郵送の戻り件数や、その後の

対応、今後の取り組みについて伺いたいと思

います。 

３点目には、さまざまな理由により別居を

余儀なくされている家族の方の給付金の取り

扱いについてでありますが、家庭内暴力や２

月１日以降の離婚などへの対応は、どのよう

になっているでしょうかお伺いいたします。 

４点目には、定額給付金の給付に伴って市

内で発行されたプレミアム付き美唄商品券に

ついて伺います。その事業の概要、実施状況

について伺います。 

大綱の２点目は、福祉行政についてです。 

その１点目は、美唄市の生活保護世帯の現

状についてであります。全国規模では２００

８年度の生活保護世帯数は、月平均で１１４

万８，７６６世帯となり、前年度に比べ４万

３，４９１世帯増加をしています。過去最高

を更新する見込みとなっています。生活保護

世帯数は２００１年度から最多記録を更新し

続けています。３月の生活保護受給人数は全

国で１６５万４，６１２人に達しました。昨

年１２月から毎月１万人を超えるペースで増

加しており、今年２月から３月にかけては１

カ月で２万１，５６７人増えるなど、増加幅

も拡大し続けています。２００８年度の月平

均は１５９万２，６２５人で、前年度確定数

より４万９，３０４人増えました。昨年秋以

降の世界経済危機の中で、非正規切りなどが

横行し雇用が悪化しています。４月の完全失

業が５．０％と、５年５ヶ月振りに５％台に

なるなどの影響が出ています。自民党・公明

党政権の社会保障抑制路線のもとで全国的な

傾向としては、美唄市ではあり得ないとは思

いますけれども、自治体窓口で受給申込書を

渡さないなど、水際作戦と呼ばれる厳しい受

給抑制が行われています。それにもかかわら

ず、保護世帯数、実人数ともに１９９５年以

降急上昇を続けており、構造改革の進行が貧

困を拡大してきたことが明白になっています。 

さて、そこで本市における生活保護世帯の

現状ですが、１点目には、過去５年間の被保

護世帯数、被保護実人数、保護率について。 

２点目には、本市の生活保護世帯の特徴的

な点についてお伺いいたします。 

福祉行政の２点目には、本年３月をもって

全廃となった生活保護の中の母子加算につい

てお聞きいたします。教材費や給食費が払え

ない、具合が悪くても病院に行かずに学校保

健室の薬でやり過ごすなど、日本の子供の貧

困率は先進諸国の中でもかなり高い方に位置

しています。とりわけひとり親世帯、主に母

子世帯の子供の貧困率は、ＯＥＣＤ経済協力

開発機構の中でもトップクラスとなっていま

す。にもかかわらず、現政府は母子世帯の命

綱でもある生活保護の母子加算を廃止しまし

た。 

母子加算の廃止に関する１点目は、本市の

対象となった母子加算廃止世帯数と、減額と

なった金額。 

２点目には、本市の母子家庭に及ぼす影響



-  - 51

について、どのようになるのかお聞きいたし

ます。 

大綱の３点目は、教育行政について教育長

に質問いたします。 

それは、学校開放事業の利用者負担につい

てです。財政健全化計画で歳入確保策として、

本年４月から実施されているはずですが、３

月までと４月からの利用団体、利用者数を各

学校ごとにお聞きします。 

また、近隣の自治体における同様の事業の

対応についてお聞きいたします。 

以上この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えします。 

初めに、定額給付金給付事業について、郵

送の戻り件数や、その後の対応についてであ

りますが、宛所不明として郵便局から返送さ

れた申請書が、当初１２３件ありました。現

在まで世帯主からの申し出や住居情報の把握

に努めた結果８５件に送付し、残り３８件が

世帯主に届いていない状況にあります。今後

につきましては、申請されていない方も含め、

さまざまな機会を通じて制度の周知徹底に努

めてまいりたいと考えております。 

次に、ＤＶ被害者などへの対応についてで

ありますが、現時点で把握しているものとし

て、２月１日の基準日には６世帯、基準日以

降に３世帯の、合計９世帯のＤＶ被害者の方

がおりますが、すべての方が定額給付金の対

象となっております。 

また、基準日以降に離婚された世帯は３件

であり、制度の取り扱いでは離婚等により世

帯分離した場合であっても、申請受給者につ

いては基準日の世帯主となっております。 

次に、福祉行政について、生活保護世帯の

状況などについてでありますが、過去５年間

の３月末の状況で申し上げますと、平成１６

年度は５３１世帯の７６７人で２５．７パー

ミル、平成１７年度は５３７世帯の７５９人

で２５．９パーミル、平成１８年度は５７６

世帯の８０４人で２８．０パーミル、平成１

９年度は６０９世帯の８５０人で３０．１パ

ーミル、平成２０年度は６２５世帯の８４６

人で３１．１パーミルとなっております。保

護開始の要因はさまざまであり、全道と同様

の傾向にありますが、預貯金が無く、疾病等

により医療費が支払えなくなり、保護申請す

る方や、無年金者の方の申請が特に多くなっ

てきております。また、高齢者で年金受給額

が少ない中で、親族などからの支援を受け生

活してきたものの、景気の悪化などにより支

援が受けられず、生活が苦しくなり保護申請

をする方々も増えてきているところでありま

す。 

次に、母子加算廃止についてでありますが、

母子加算廃止世帯数と減額になった金額は、

平成２１年３月末現在で申し上げますと、世

帯数で４２世帯、金額は２４５万７，２４０

円となっております。 

次に、母子家庭世帯に及ぼす影響について

でありますが、この見直しでは、一律的に母

子加算を廃止する一方で、世帯の自立に向け

た就労職業訓練を受ける世帯に対し、ひとり

親世帯就労促進費が新たに創設されたところ

であります。 

また、本年７月の保護費の支給から小学生

には２，５００円、中学生には４，３３０円、
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高校生には母子世帯も含め、５，０１０円の

学習支援費が支給されることとなっておりま

す。こうした措置が講じられてきたものの、

景気が一段と悪化していく中にあって、生活

に及ぼす影響も大きく、特に乳幼児を抱える

母子世帯においては、就労も含め大変厳しい

環境にあるものと考えております。 

なお、定額給付金の給付状況については総

務部長から、プレミアム付き美唄商品券の発

行については、商工交流部長から答弁させて

いただきます。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 総務部長。 

●総務部長安田昌彰君 定額貯金給付事業の

該当世帯数や給付金額、給付状況につきまし

ては、私から答弁させていただきます。 

定額給付金の給付状況についてであります

が、３月下旬、２月 1 日の基準日に該当する

１万３，１７５世帯に申請書を郵送し、第１

回目の支給日である４月１７日には８，２３

９世帯、支給額２億７，６１８万円、支給割

合は６２．６％。第２回目の４月２４日では、

累計で１万０，５８１世帯、支給額３億５，

６６８万円、支給割合は８０．４％。３回目

の４月３０日では、累計で１万１，１２７世

帯で、支給額３億７，４４４万円、支給割合

は８４．５％。６月９日現在では、１万２，

５１４世帯で、支給額４億１，１１４万円で、

全体の９５．０％が支給されている状況にあ

ります。 

現時点での未申請世帯は２月１日基準日以

降に死亡などにより給付対象外となっている

世帯を除き、残り５５１世帯となっていると

ころでございます。 

●議長内馬場克康君 商工交流部長。 

●商工交流部長岡嶋博文君 プレミアム付き

美唄商品券の発行については、私から答弁さ

せていただきます。 

プレミアム付き美唄商品券の発行について

でありますが、本事業は、国の平成２０年度

第２次補正予算による地域活性化生活対策臨

時交付金を活用し、市内消費拡大促進を図る

ことを目的として、市と商工会議所、美唄商

品券運営協議会が連携して取り組んだもので

ございます。 

この事業は美唄商品券に、一般世帯は２

０％、子育て世帯は２５％のプレミアムを付

け、総額５，０００万円で販売したところで

あり、プレミアムの２０％分と発行に係る経

費を市が補助し、子育て世帯の上乗せ５％分

については、運営協議会が負担を行っており

ます。 

また、購入額の上限は１人３万円とし４月

１１日に販売しましたが、１，７０８名の方

が購入され、販売当日で完売となったところ

でございます。 

なお、当日購入された方に対し、アンケー

ト調査を実施し、その結果、購入者の年代別

では２０代から３０代が１４．３％、４０代

から５０代が２８．３％、６０代以上が５７．

４％となっております。 

地域別では、条丁目地区にお住まいの方が

７１．７％、東明方面の方が５．６％、南美

唄の方が６．３％、茶志内方面の方が３％、

進徳･峰延方面の方が７％、開発・西美唄方面

の方が３．５％となっております。 

職業別では自営業の方が９．１％、給与所

得者の方が２５．５％、年金受給者の方が４
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３．１％、その他が１７．６％の結果となっ

ているところでございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君（登壇） 吉岡議員の質

問にお答えします。学校施設開放事業の利用

者負担金についてでありますが、５月末まで

の利用申し込み状況を平成２０年度と２１年

度の比較で申し上げますと、利用増は茶志内

小学校が２件から７件、東栄小学校が３件か

ら５件、峰延小学校が２件から４件となって

おります。利用減は東中学校が４件から１件、

美唄中学校が２件から１件、南美唄小学校が

３件から１件となっております。また、西美

唄小学校１件、東小学校２件、峰延中学校３

件については、前年度と変わらない状況とな

っており、総数では２０年度が光珠内中央小

学校の１件を含め２３件、本年度が２５件と

なっており、全体での利用件数は増加してる

ところでございます。 

次に、利用者負担の状況についてでありま

すが、本市の利用者負担は１回当たり１時間

の利用の場合７０円で、暖房を使用した場合

４５０円の割り増しを行うこととしておりま

す。 

また、本市の他に空知管内で利用者から負

担金を徴収している市は３市となっておりま

す。その内容を申し上げますと、滝川市では

１回当たり３時間以内の利用の場合、日中３，

２２０円、夜間４，１９０円で冬期間はそれ

ぞれ８１０円の割増金を利用者が負担するこ

ととなっております。 

また、砂川市では１回当たり１時間の利用

の場合５００円を。更に深川市では１回当た

りの利用の場合、日中９９７円、夜間１，３

９６円で、冬期間はそれぞれ５割増しの金額

を利用者が負担することとなっております。 

●議長内馬場克康君 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員 自席から再質問させて

いただきます。 

定額給付金に伴うプレミアム付き美唄商品

券でありますけれども、今ほど伺いましても、

非常に高齢の方のご利用が多かったというよ

うな数字があらわれておりますけれども、限

られた年金収入で暮らしていらっしゃる市民

の中には、事前にこの報道がされてプレミア

ム付きと、特典付きという報道がされていた

こともあって、支給されるはずの定額給付金

でこの商品券を購入しようと考えていた方も

多くいらっしゃったという話でありました。 

また、そういった方々は４月１１日という

販売となったことで、非常に不公平感を持っ

てらっしゃることも、私の方に声が上がって

いました。この日にちの設定では、余りにや

はりそういった市民の期待を裏切って、余力

のある方しか購入ができなかったという状態

になっていると思います。 

定額給付金の支給状況を今ほど伺いました

けれども、３回目の支給４月３０日、４月中

で大体８４．５％の方が受け取ってるってこ

とがわかっています。やはり期待度も多かっ

たので、私は全然その商品券の販売とか、そ

ういうことに関しては素人ですけれども、素

人の私でさえ大体市民の方がどういう行動を

とって、この定額給付金というものを受け取

るんだろうなってあたりのところが推測でき

るんですから、もちろん商工交流部の中の方

たちは、もっとそういったことに敏感で、ど

ういった市民が行動をとられるのかっていう
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のは、当然推測できていたのではないかと思

われるんですよね。わずか、２０日余りです

よ、４月１１日からということになれば、４

月３０日の支給まで待つということであれば

ね。３者でやっていることなので、そのあた

りの経過がどのようになって決まったのかわ

かりませんけれども、今回、こういった行政

と市民が協力して美唄の財政再建に取り組む

とした今年は元年です。こういった形でいた

ずらに市民に不公平感をもたらすやり方は、

行政として慎むべきであり、今後の課題とし

て市民の方の多くが納得いく形での販売方法

を追求していくべきだと、私は考えておりま

すけれども、市長のお考えをお伺いいたしま

す。 

続きまして、福祉行政ですけれども、今ほ

ど数字を伺いましたが、５年間で世帯数とし

ては９４世帯、保護率では５．４パーミルの

アップという数字で、中高年の方が多くなっ

ているというお話でありました。先ほども述

べましたけれども、全国的な傾向として、厚

生労働省は生活保護の抑制を、いろいろと謳

っていらっしゃると思うんですよね。その中

でもこういった伸びをしてるというのは、や

はり美唄市民の方々の生活の苦しさが数字の

中にもあらわれているのではないかというふ

うに思い計られます。私も最近相談を受けた

７０代の女性ですけれども、数年前に連れ合

いを亡くされて一人暮らしになりました。夫

婦お二人の暮らしのときには年金でもどうに

かやり繰りをつけてられたのですけれども、

彼女の年金にわずかばかりの遺族年金では暮

らしていけない。支給年金わずか１１万円、

１月にすると５万５，０００円ですけれども、

それでその生活を何とかいろいろと取り崩し

ながら頑張ってこられたんですけれども、本

年４月もう生活が立ち行かなくなったと私の

方に相談がありまして、生活保護の申請をし

たというケースがあります。 

また、母子加算の廃止に関しても、本市に

おいては４２世帯の加算が廃止されたという

事で、金額も２百何十万ということでしたけ

れども、それはあくまで今年３月一番低くな

った数字であってね、もっと本来は加算が大

きかったはずです。それが段階的に減らされ

てきて、その数字になっているんだと思われ

ますけれども、経済状況の厳しい中で、そう

いった母子家庭の方はどんなに心細い思いを

募らせているかと私は察しています。私の存

じ上げているお母さんは、深夜勤務をしなが

ら３人のお子さんを育てています。側で見て

いても綱渡りのような毎日で、はらはらして

私は見守っています。少しでも収入が多くな

るようにと、深夜勤務を自ら選んだというこ

とですが、本来は人間は睡眠の時刻になって

いる、そういった生活リズムを無視してまで

体を酷使するということが、この後彼女の生

活全般に悪影響を及ぼさなければいいと願う

ばかりであります。 

先ほどの御答弁では、母子加算廃止に代わ

って、新たにできた支援策が市長の方から説

明されました。しかし、国全体から見ると、

母子加算全廃で約２０４億円が削られた一方

で、変わってできた高等学校等修学費５９億

円や、就労促進費約４０億円、２００９年度

補正予算で盛り込まれた子供の学習支援の給

付４２億円を合わせても削られた２００億円

には遠く及ばないことが明らかになっていま



-  - 55

す。 

就労支援費では病気や障害や育児で働けな

い世帯には支援が全くされなくなることにも

なっていますが、全国では病気などで働けな

い母子家庭は３万世帯にも及ぶとされていま

す。子供の学習支援の給付の対象にならない

０歳から５歳の子供のいる母子家庭が１万世

帯、美唄市では先ほどこの母子加算廃止の対

象となった世帯の支援はどのように変化した

のか。私が今取り上げたこういった新たな制

度がどのようになっているのか、もう一度そ

の対象となった世帯数と支給金額について、

市長にお聞きしたいと思います。 

北海道内ではこういった生活保護の母子加

算の縮小廃止に抗議して、２００７年の１２

月に札幌や小樽、北見に住む９人のお母さん

たちが、これでは生存にもかかわるというこ

とで、生存権裁判へと行動を取り始めていま

す。私も微力ですが、この行動に賛同して募

金をしております。 

そうした中、道内の自治体からも母子加算

の廃止に伴い、自治体独自で母子加算に変わ

る福祉給付金を始めた自治体が生まれたとい

う事で、私は大変驚くとともに感激でこのニ

ュースを聞いておりました。その自治体は旭

川の隣に位置している東川町です。 

ちょっと読み上げますけど、「東川町は４月

から生活保護世帯のひとり親世帯及び高齢

者・住民税非課税でひとり親世帯の高校生に

対して、月額８，０００円の福祉給付金を支

給することを決めました。これは、生活保護

の母子加算が４月から全廃されることからお

母さんたちの要望を受けて、町が決断したも

のです。月額８，０００円は生活保護受給者

が収入認定されない限度額を採用したもので

す。加えて、住民税非課税でひとり親世帯の

高校生にも支給するものです。３月１１日に

は条例案が可決され、１７日に行われた第１

回定例会の最終日には、それを盛り込んだ予

算案が可決成立しました。お母さんたちの子

を思う切実な願いがかなった瞬間でした。」と

あります。これを進めた北海道東川町長の松

岡市郎さんという方が４月２０日日本共産党

の新聞「赤旗」の発言ゼロキュウというとこ

ろに登場されています。これもちょっと読み

上げてみたいと思います。「３月町議会の提案

では、雇用不安、生活保障への不安が広がっ

ている町民が苦しい生活状況に置かれている

時、町が福祉、暮らしを守る自治体の基本的

な役割を発揮することが強く求められている。

老齢加算、母子加算が廃止された生活保護世

帯に激励の意味からも、福祉給付金を支給し

たいと説明しました。反対が出るかなと心配

しましたが、全会一致でした。私は予算がな

い。前例がない。実施しているところがない。

という言葉が嫌いです。職員には失敗しても

いいから、どんどん提案しなさいと日ごろか

ら言っています。住民のためになることなら

何でも思い切ってやることが大切です。失敗

を恐れていては何もできません。国の交付金

の活用は高齢者支援や、子育て支援の事業に

重点を置きました。町民は住み慣れたこの町

でずっと過ごしたいと思っています。町がそ

の思いを実現するために努力することは当然

のことです。社会的弱者への支援はまだまだ

やらなければなりません。地方制度の改革が

議論されています。広域連合で出来る事は大

いに進めながら、町独自の個性を光らせるこ
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とが大切だと思います。」こう東川町長の松岡

市郎さんは述べていらっしゃいます。 

私は人口７，０００人を少し超えるこの東

川の取り組みに驚きと共感を持っております

が、桜井市長はどうお考えになりますでしょ

うか。同じように８，０００円の給付とはな

らないまでも、共感し、勇気を持って東川の

町の取り組みに続いていこうというお気持ち

はおありになりますでしょうか、お聞きした

いと思います。 

教育長の方にお伺いいたします。 

学校開放事業の利用者負担についてですけ

れども、私もスポーツ団体の代表としてこの

説明会に参加していました。参加者からは財

政再建計画の一環ということでもあり、大き

な声での反対はなかったのですけれども、い

ったい市は何を考えてるのかと。体育センタ

ーが廃止し、学校開放も有料化になるという

ことは、市民にスポーツをさせたくないとい

うことなんだろうかね、と。健康保持のため

にというなら、スポーツしやすい環境づくり

に努めるというのが本筋なんだと思うけれど

も、というようなお話がちらほら聞かれてお

りました。 

また、中には高齢者の冬期の健康維持のた

めにゲートボールをしている団体の方が参加

されていましたが、その方たちは中心部から

かなり距離があって、冬場の運転を考えたら

地元の学校の体育館を借りるのが一番いいの

だけれど、週２回暖房つきで借りるとなると、

一人ひとりの負担も大きくなると嘆いておら

れました。高齢者の方々の楽しまれる競技で

すから、休憩を取り入れながらの取り組みで、

比較的時間が長くなるのも当然だと思われま

す。時間で料金設定するこの現行の制度では、

なかなか負担が大きくなっていくというお話

でありました。負担の公平を期するのは行政

としては当然ですけれども、高齢者の方の楽

しんでいるスポーツであること。また、中心

部から遠く離れていて学校施設しかその地域

には冬場にゲートボールを楽しめる施設がな

いこと。わざわざ中心部の体育館に通ってく

ることの危険や経費を考えて、せめて負担の

軽減を図ることはできないものなのか、私は

そこで感じました。同じスポーツを愛するも

のたちとして、たとえ私たちはその負担は市

のように言われたとしても、高齢者に割り引

いたとしても、他の者たちからそれでは不公

平だというような不満は出てこないと思いま

す。 

是非教育長にそのあたりのところをお考え

いただきたいというふうに考えております。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 吉岡議員の質問にお答え

します。 

プレミアム付き商品券の販売日についてで

ありますが、商品券の販売を促進する上で消

費が伸びる入学時期に合わせて準備を進めて

きたところから、４月１１日を販売日として

実施したところであります。 

商品券が販売当日において完売したことも

あり、定額給付金や年金受給で購入を予定さ

れた方が購入できなかったというお話を数多

く寄せられたところであります。 

今後美唄商品券運営協議会では、一定のプ

レミアム付きの商品券を発行する予定がある

事から、発行時期などについては、市民の皆

様の御意見を踏まえ、実施の時期や販売方法
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などについて、十分に検討した上で行われる

よう運営協議会に申し入れてまいりたいと考

えております。 

次に、生活保護受給の母子世帯についてで

ありますが、本市で受給中の４２世帯のうち

ひとり親世帯就労促進費の支給対象世帯は１

２世帯で、支給金額は１世帯当たり月額１万

円で支給総額は１４４万円となります。 

次に、学習支援費の支給対象世帯は３４世

帯で１人当たりの月額と対象児童数、支給総

額を小学生及び中学生、高校生別に申し上げ

ますと、小学生は月額２，５００円の２９人

で８７万円、中学生は月額４，３３０円の２

６人で１３５万０，９６０円、高校生は月額

５，０１０円の２０人で１２０万２，４００

円となります。 

次に、就学前の児童のみを持つ世帯で学習

支援費の支給対象外となる世帯数は４世帯で

１世帯当たりの平均が月額では６，９４０円、

年間８万３，２８０円の減額となるところで

ございます。国においては母子加算の見直し

に伴い、本年７月から支給の学習支援費のほ

か、これまでに高等学校等修学費やひとり親

世帯就労促進費が創設されたところであり、

就労促進費の有効活用を図ると共に、ハロー

ワーク等の各関係機関と連携を図り、就学支

援プログラムに基づき本市としては母子家庭

の自立に向けて、きめ細かく対応してまいり

たいと考えております。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君 吉岡議員の質問にお答

えします。 

学校施設設開放事業の利用者負担について

でありますが、利用者負担の導入は利用する

方々に等しく実費相当を負担していただくと

の考え方で設けたものであり、現段階での高

齢者への負担軽減については考えていないと

ころでございます。 

なお、小中学生を中心とする利用団体につ

いては、学校活動の延長線上にあるとして位

置づけていることから、減免対象としている

ところでございます。 

●議長内馬場克康君 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員 生活保護の母子加算に

ついてですけれども、私非常に感動して東川

の取り組みや、町長さんのお言葉も市長に伝

えたいと思って、この場から読み上げました

けれども、その点に対しては何も無かったと

いうのは、さみしい限りであります。 

生活保護を受ける資格のある生活水準の人

が実際に保護を受けている割合は、補足率と

言われるそうですけれども、欧米諸国では７

割から８割ですけれども、日本ではわずか１

割から２割にすぎないと言われています。こ

の背景には、制度自体の欠陥があると指摘さ

れています。 

有名な話ですけれども、今や世界的ベスト

セラーとなったハリーポッターシリーズの作

者、イギリス人のローリングさんは離婚して

シングルマザーとなって、生活に困って、生

活保護を受け、子供を育てながら小説を書い

ていました。子供を寝かせた後、カフェでコ

ーヒーを飲みながら一生懸命に小説を書いて

いたわけですが、それが世界各国で翻訳出版

され、今や高額納税者となっています。映画

や出演俳優などへの経済波及効果は計り知れ

ないとまで言われています。小説を育てるだ

けの余力があるのが、イギリスの公的補助と
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言えます。 

一方、日本では母子家庭の加算の廃止につ

いても、働いている同じような家庭環境の家

庭より生活保護を受けている家庭の方が高い

から、低い水準に下げるという逆転の理屈が

横行してきました。第２、第３のローリング

さんの誕生の芽を日本政府は自らの政策で摘

み取ってしまっていたのかもしれません。桜

井市長におかれましては、雇用状況が厳しい

中、一人で子供を育て、働き、生活している

本市の母子家庭の厳しい実態を直面し、先ほ

ど私の紹介した東川とまではいかなくても、

取り組みの精神をぜひ本市の行政にも反映さ

せていただきたいと思うと同時に、国に対し

ても母子加算廃止の撤回を含め、さらなる支

援を働きかけていいただきたいと考えますが、

改めて市長のお考えをお伺いいたします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 母子加算に関する本市の

対応でございますけども、本当に母子家庭の

生活実態というのは非常に厳しいものがある

というふうに、私も承知している部分でござ

います。 

国において、制度が変わって新しい制度が

創設されたということでございますけども、

それが、前制度よりも後退しているものなら

ば、やはりこれはもう少し充実しなければ大

変なことになるということで、私としても国

に対して色々要望をこれからしてまいりたい

なと考えてございます。 

まず、やはり行政として今まで以上にきめ

細かな対応をして、母子家庭の充実に向けて

何とか努められるよう努力してまいりたいと

考えてございます。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

 １２番、本郷幸治議員。 

●１２番本郷幸治議員（登壇） ２００９年

第２回定例会に当たり、大綱２点について市

長並びに教育長に質問します。 

大綱の１点目は、地上デジタル放送移行へ

の対応について、２０１１年７月２４日アナ

ログ放送が終了、デジタル放送へ完全に移行

されます。このデジタル放送の特徴は、現在

テレビ放送が過密になり、混信が起きやすい

が、こうした影響を受けにくい。また、標準

機能として字幕放送や音声での解説放送など、

高齢者や障害のある方にも配慮したサービス

や、携帯端末向けサービスの充実などが期待

されております。 

総務省では昨年の７月に、すべての視聴者

がテレビ放送を引き続き視聴することができ

るようにする為の必要な方策を検討し、地上

デジタル放送推進総合対策を発表しました。

その中で、地方公共団体の取り組みについて

も挙げられております。そこで、地上デジタ

ル放送移行への本市の対応について質問しま

す。 

その１つ目は、受信説明会について、総務

省が昨年の９月に行った調査では、地上デジ

タル対応の受信機の世帯普及率は４６．９％

で、現在のアナログ放送が終了する認知度は

７５．３％でありました。この結果から約２

５％の方が正確な情報が伝わっていないこと

になります。特に高齢者や障害者等、特別に

サポートが必要な世帯に対して、きめ細かく

受信説明会を開催することも必要になってく

るのではないかと思いますが、こうした全世

帯に周知する本市の具体的な取り組みについ
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てお伺いします。 

その２つ目は、市施設の受信対策について、

総務省の総合対策と同時に昨年の７月にアク

ションプラン２００８をまとめております。

この中で具体的な取り組みの１番目に、公共

施設のデジタル化については、設置されてい

るテレビが利用者にとって緊急時の連絡手段

として重要な役割を果たすような施設につい

ては、早期かつ確実にデジタル化される必要

があること。また、公の施設については、工

事の平準化等の観点から、平成２２年度１２

月末までにすべての公共施設におけるデジタ

ル化改修が完了することを目標とする、とあ

りますが、市役所、市営住宅など市施設の受

信対策について市長の御見解をお伺いします。 

その３つ目は、教育施設についてでありま

す。先ほども紹介したアクションプラン２０

０８においてもテレビが災害等の緊急時の情

報入手手段として重要な役割を果たすもので

あり、特に学校、公民館など教育施設の地震

対策について教育長の見解をお伺いします。 

次に、大綱の２点目は、児童生徒の携帯電

話利用について教育長にお伺します。 

文部科学省では、全国の小中高生に携帯電

話の利用実態調査を実施しました。その結果

によりますと、中学２年生の約２割が１日５

０通以上のメールの送受信を行っており、１

００通以上のやりとりをする小学生もいると

いう実態も報告されております。 

また、掲示板に掲載された為、多くの人か

ら中傷などのメールが何度も寄せられてきた

り、近年はこの携帯被害により自殺をする児

童生徒も報告されております。このような状

況の中で子供たちをネット被害から守ること

は並大抵のことではありません。しかし、や

らなければなりません。 

そこで、こうした被害を防ぐ為の以下の具

体的な取り組みについて教育長にお伺いしま

す。 

１つ目、本市の児童生徒の携帯電話の所

有・利用の実態・学校への持ち込み禁止につ

いての取り組みについて。 

２つ目、携帯電話のインターネット機能や

掲示板などによるトラブルに巻き込まれてい

るような実態をどのように掌握しているのか。 

３つ目、子供が被害者にも加害者にもなら

ないような教育も必要と思いますが、その取

り組みについて。 

４つ目、保護者も悪質サイトの閲覧を制限

するフィルタリング機能などを理解していな

い実態もありますが、保護者に対する情報提

供などの取り組みについてお伺いします。 

以上で、この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問

にお答えします。 

初めに、地上デジタル放送移行への対応に

ついて、地上デジタルテレビ放送についてで

ありますが、総務省では２０１１年７月２４

日の完全デジタル化に向けて、地上デジタル

放送の周知・広報・受信相談などを行うため、

全国５２カ所にテレビ受信者支援センター、

通称「デジサポ」を設けています。 

先般、本市を担当する北海道中央テレビ受

信者支援センターから、本年９月頃に市内２

０カ所程度で地デジ説明会を開催する旨の連

絡を受けており、現在日程及び会場を調整中

であります。開催日程等が決定した段階で支
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援センターから各戸宛に説明会開催の案内が

届けられることとなっており、市からも広報

誌、ホームページ等によりお知らせすること

としております。 

デジタル化については、これまでテレビ放

送などを通じてＰＲが行われておりますが、

円滑な移行のためには、高齢者の方を含め市

民の皆さんの十分な理解が必要でありますの

で、説明会に多くの方が参加していただける

よう、市としても周知に努めてまいりたいと

考えております。 

次に、市施設の受信対策についてでありま

すが、地上デジタル放送のテレビについては、

公共施設の中には災害時の避難場所となって

いる施設もあることから、今後計画的な配置

に努めてまいりたいと考えております。 

また、改修が必要な教育施設を除く市の公

共施設については、公営住宅であるゆたかニ

ュータウン及び有為団地については、今年度

当初予算に計上し、改修工事を行う予定であ

ります。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君（登壇） 本郷議員の質

問にお答えします。 

初めに、教育施設の受信対策についてであ

りますが、学校施設については、災害時の避

難所に指定されていることや、デジタルテレ

ビの導入が教育に果たす役割も大きいことか

ら、地域活性化臨時交付金を活用しながら、

できるだけ早い時期に整備を図っていくよう

努めてまいります。 

また、公民館等の教育施設につきましても、

多くの市民の皆さんの利用があることや、災

害時等の緊急時の情報入手手段として重要な

役割を果たすことから、今後計画的に整備を

進めてまいりたいと考えてでございます。 

次に、児童生徒の携帯電話所有状況等につ

いてでありますが、携帯電話の昨年度の所有

状況で申し上げますと、小学生が約１２％、

中学生が約３４％であり、学年が進むにつれ

て所有者数が増加する傾向にあります。 

次に、学校への対応につきましては、平成

２１年２月１９日付けで教育委員会から携帯

電話の取り扱い及び情報モラル教育に関する

指針を各小中学校へ通知したところでござい

ます。その内容につきましては、学校への児

童生徒の携帯電話の持ち込みは原則禁止とし、

例外的に持ち込みを認める場合には、保護者

との連携のもと校内での使用を禁止したり、

登校後に学校で一時的に預かり、下校時に返

却するなど、学校での教育活動に支障が生じ

ないよう配慮することとしたものであり、現

在各校ではこの指示に基づき指導方針を定め、

必要な対応に取り組んでいるところでござい

ます。 

次に、トラブルの実態についてであります

が、各学校ごとに定期的にネットパトロール

を行い、インターネット上の掲示板等に悪質

な書き込みがないかをチェックしており、発

見した場合には、直ちに教育委員会へ報告す

るとともに、掲示板の管理者、もしくは対応

する機関に対して、削除要請を行うこととし

ております。 

なお、市内児童生徒にかかわる悪質な書き

込みについては、現時点では報告されており

ません。 

次に、情報モラル教育についてであります

が、中学校では技術科で情報モラル教育を行
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っており、インターネットの正しい利用の仕

方やマナーについての指導を行っております。 

また、既に民間携帯電話会社と連携しての

ビデオ視聴や携帯電話メール教室を進めてい

る学校もあり、今後は、このような取り組み

をすべての学校で実施されるよう指導してま

いりたいと考えております。 

次に、保護者への情報提供についてであり

ますが、各学校では保護者に対して、啓発資

料や学校だより等を活用し、家庭におけるル

ールづくりの必要性やフィルタリング機能の

活用についての周知徹底を図ると共に、ＰＴ

Ａ等が民間携帯電話会社と連携して研修会を

開催するなど、こういった取り組みの中で家

庭との認識の共有を十分図りながら、取り組

んでいるところでございます。 

●議長内馬場克康君 １２番、本郷幸治議員。 

●１２番本郷幸治議員 一通りの答弁ありが

とうございました。自席から地デジについて

一つご質問させていただきます。 

ただ今市長の答弁では、この説明会が９月

に行う予定との答弁がありました。この説明

会というのは、今まで市民説明とか色々とや

ってますけど、なかなか全員が出れないと、

こういう実態があると思うんですね。ただし、

今回のこの地デジについては、期限が２０１

１年の７月２４日までアナログ放送が見れる

と。こういう非常に大事な期限を切っている

中での市民説明会。それで、この市民説明会

に来られない人に対する対応というのは、ど

のように考えておられるのか、これがまず１

つ。 

それから、地デジ移行に伴う悪質商法、こ

れの対応、もう既にこれ全国でも被害に遭っ

たという、そういう報告もされてます。この

点について、市としてどのように考えておら

れるのか、お伺いします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 本郷議員の質問にお答え

します。 

受信説明会に参加できない人への対応など

についてでありますが、支援センターでは、

個別相談や戸別訪問にも対応することとなっ

ておりますので、説明会に参加できなかった

方や、参加後さらに確認したいことが生じた

方については、直接支援センターにお問い合

わせいただくか、市を通じて確認していただ

くよう対応してまいりたいと考えております。 

次に、地デジ移行を利用した悪質な訪問販

売や詐欺行為につきましては、支援センター

での啓発活動のほか、市といたしましては警

察とも連携をとりながら、被害防止のための

情報提供や、個別のご相談に対応してまいり

たいと考えております。 

 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 

午後２時５６分 延会 
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